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命 令 書（写）

再審査申立人 Ｘ

再審査被申立人 西日本旅客鉄道株式会社

上記当事者間の中労委平成２２年（不再）第６２号事件（初審京都府労委平

成２０年（不）第３号事件）について、当委員会は、平成２４年３月７日第１

３４回第二部会において、部会長公益委員菅野和夫、公益委員仁田道夫、同藤

重由美子、同鹿野菜穂子、同島田陽一出席し、合議の上、次のとおり命令する。

主 文

本件再審査申立てを棄却する。

理 由

第１ 事案の概要等

１ 事案の概要

国鉄労働組合（以下「国労」）の組合員であるＸ（以下「Ｘ」）は、西



- 2 -

日本旅客鉄道株式会社（以下「会社」）が、同人に対し行った次の各行為

がそれぞれ労働組合法（以下「労組法」）第７条第１号、第３号及び第４

号の不当労働行為に該当するとして、平成２０年３月２１日（以下、平成

の元号を省略）、２１年３月２３日及び同年１１月１１日、京都府労働委

員会（以下「京都府労委」）に救済を申し立てた（以下「本件救済申立

て」）。

① Ｘの１８年度から２０年度までの就業時間中の国労の組合バッジ

（以下「国労バッジ」）の着用（以下「本件バッジ着用」）を理由として、

同人を１９年３月２９日付け、２０年３月３１日付け及び２１年３月２７

日付けで訓告に付したこと（以下「本件訓告」）。

② 本件訓告に伴い１９年６月２９日、２０年６月３０日及び２１年６

月３０日支給の夏季手当を減額して支給したこと（以下「本件夏季手当減

額」。本件訓告及び本件夏季手当減額を併せ、以下「本件訓告等」）。

③ Ｘが「勤務成績が良好でない者」に該当することを理由として、１

９年１２月１０日支給の年末手当（以下「本件年末手当」）を減額して支

給したこと（以下「本件年末手当減額」）。

④ Ｘの勤務成績が不良であることを理由として、１９年４月１日、２

０年４月１日及び２１年４月１日の定期昇給（以下「本件定期昇給」）に

おける仕事給昇給に係る評価をＤ評価としたこと（以下、それぞれを「１

９年４月定期昇給Ｄ評価」、「２０年４月定期昇給Ｄ評価」、「２１年４

月定期昇給Ｄ評価」、これらを併せ、以下「本件定期昇給Ｄ評価」）。

２ 本件において請求する救済内容の要旨

(1) 本件訓告等及び本件年末手当減額を撤回すること、並びに１９年度、

２０年度及び２１年度の定期昇給における仕事給昇給額の評価区分をＣ

評価とすること

(2) 上記(1)としたことに伴い支払われるべき賃金相当額と既支給額との差
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額相当額をそれぞれの手当又は給与の支給日から支給済みに至るまで年

５パーセント付加して支払うこと

(3) 点呼等において、Ｘに対し国労バッジの着用について注意・警告等の

介入を行わないこと

(4) 国労バッジを着用している国労の組合員に対して、それを会社の就業

規則違反とした処分を行わないこと

(5) 上記１①ないし④の各行為を不当労働行為と認め謝罪し、今後、これ

らの行為を行わないことを誓約する文書を会社ホームページ及び各事業

所へ掲示するとともに全社員へ配布すること

３ 初審命令の要旨

京都府労委は、２２年１０月２２日付けで、本件救済申立てを棄却する

ことを決定し、同年１１月２日、Ｘと会社に命令書を交付した。

４ 再審査申立ての要旨

Ｘは、２２年１１月１７日、初審命令の主文を取り消し、上記２の請求

する救済内容どおりの救済を行うことを求めて再審査を申し立てた。

５ 本件の争点

(1) 本件訓告は、労組法第７条第１号、第３号及び第４号の不当労働行為

に該当するか。

(2) 本件夏季手当減額は、労組法第７条第１号、第３号及び第４号の不当

労働行為に該当するか。

(3) 本件年末手当減額は、労組法第７条第１号、第３号及び第４号の不当

労働行為に該当するか。

(4) 本件定期昇給Ｄ評価は、労組法第７条第１号、第３号及び第４号の不

当労働行為に該当するか。

第２ 当事者の主張の要旨
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１ 争点(1)及び(2) 本件訓告等の不当労働行為該当性

(1) Ｘの主張

ア 労組法第７条第１号該当性

(ｱ) 国労バッジの着用は、自らの組織を防衛する手段として、国労が

組合員に提示してきたもので、組合員としての仲間意識を確保し、

互いが組合員であることを確認しあうことを目的になされてきた。

また、日本国有鉄道（以下「国鉄」）の分割・民営化以降、分

割・民営化に反対し、会社に屈した国労本部を弾劾し、国労を闘う

労働組合として再建するために全力を挙げてきたが、国労バッジ着

用は、不当労働行為を重ねる会社への抗議であるとともに、国労執

行部の屈服に反対し、従来の国労の方針である分割・民営化反対を

貫くために着用し続けてきたものである。

(ｲ) 会社の就業規則中の「服務の根本基準」（第３条）、「服装の整

正」（第２０条）及び「勤務時間中等の組合活動」（第２３条）

（以下「服務規律に関する規定」）は、国労の活動を否定し、国労

の解体を目的として制定されたものであり、上記就業規則の正当性

は認められない。

(ｳ) 国労バッジは小さく目立たないから、着用して就業しても労務の

提供を妨げたり、労務をおろそかにし又は労務を誤らせるおそれを

生じさせるものではなく、現にそのような弊害は生じていない。

(ｴ) 国労バッジの着用行為は、国労中央本部の指示に基づくものであ

り、国労中央本部は、昭和６２年４月１日の国鉄分割・民営化以降、

１２年５月３０日の四党合意に至るまでの間は、組合員に対し国労

バッジの着用を奨励してきた。

また、国労西日本エリア本部（以下「西日本本部」）では、文書

による国労バッジ着用の指示は出されていないが、国労の各級下部
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機関においては、国労バッジの着用は団結権の行使として当然のこ

ととされてきた。

(ｵ) 以上のことから、本件バッジ着用行為は、会社の就業規則に違反

するとしても、労働組合の正当な活動といえるから、就業規則違反

を理由とした本件訓告等は、正当な組合活動を嫌悪してなされた労

組法第７条第１号の不利益取扱いにほかならない。

イ 労組法第７条第３号該当性

本件訓告等は、国労内で反執行部活動を展開することへの嫌悪を決

定的動機として行われたもので、国労の自主的運営を妨げることにな

るから、労組法第７条第３号の支配介入に該当する。

ウ 労組法第７条第４号該当性

国労バッジの着用に対する不利益取扱いの撤回を求めて過去に不当

労働行為救済申立てを行ったことがあり、重ねて本件バッジ着用を理

由に本件訓告等を行うことは、労組法第７条第４号の報復的不利益取

扱いに該当する。

(2) 会社の主張

ア 労組法第７条第１号及び第３号該当性

(ｱ) 会社の就業規則中の服務規律に関する規定は、企業秩序維持のた

めに必要な措置を講じる会社の権能に基づくもので、かかる規定が

合理的であることは明らかであり、これらの就業規則の規定が有効

であることは判例が示すところである。

(ｲ) 組合バッジ着用による職務専念義務違反が成立するためには、現

実に職務の遂行が阻害されるなど実害の発生を必ずしも要件とする

ものではない。本件バッジ着用行為は、複数の社員から福知山駅長

であるＹ（以下「Ｙ」）に対して「Ｘが国労バッジを着けて勤務し

ているのはなぜか」という質問があったことからみても、職務専念
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義務違反の程度、他の社員の業務を妨げる程度、企業秩序が乱され

る程度は大きいものといわざるを得ない。形式的には会社の就業規

則に違反するような場合でも、「実質的に企業秩序を乱すおそれの

ない特別の事情」（「ＪＲ東海（新幹線支部）事件」に係る９年１

０月３０日東京高等裁判所判決（１０年７月１７日最高裁判所判決

として確定）において示された判断基準）があれば正当な組合活動

と認められるときがあるとしても、本件バッジ着用行為に当該「特

別の事情」は認められず、同着用行為は正当な組合活動とはいえな

い。

(ｳ) 会社の訓告は懲戒処分とされておらず、また、本件訓告は、組合

バッジ着用者への厳正な対処方針の周知を行い、訓告発令前に２回

の厳重注意により改善を促すという慎重な手順を踏んだ後に行われ

たものであり、不当労働行為意思が介在する余地はない。

イ 労組法第７条第４号該当性

会社は、労働委員会に対する申立てを理由として本件訓告等を行っ

たのではないから、同訓告等は労組法第７条第４号の報復的不利益取

扱いに該当しない。

２ 争点(3) 本件年末手当減額の不当労働行為該当性

(1) Ｘの主張

ア 本件年末手当減額には正当な理由がなく、同減額は正当な組合活動

を嫌悪してなされたもので不当労働行為に該当する。

イ 信号取扱業務に関する確認動作に関する会社の主張について

会社が本件年末手当減額の理由として挙げている確認動作が早口で

行われ弛緩したものであったことについては、Ｙの伝聞証言（同人が

部下等からＸの勤務状況等を聞き取り、労働委員会で証言したことを

いい、以下、「Ｙ証言」又は「Ｙの伝聞証言」）に依拠したものにす
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ぎない。Ｙは信号操作の様子を直接に見たとする係長の名前さえ明ら

かにしていないし、同人に提出されたとする記録等も証拠として提出

されていないから、Ｙ証言は信用できない。

ウ 業務に対する取組姿勢に関する会社の主張について

１９年１１月５日のＹとの個人面談における発言は、心情を率直に

吐露したもので、なんら勤務成績を劣位に評価する理由にはならない。

エ 信号取扱業務についての知識等に関する会社の主張について

会社の知悉度試験は、信号業務担当者の勉強会において、これから

勉強することの内容について知識があるか否かを確認し、勉強を行う

動機付け・学習意欲の向上のためになされるものである。回答記入後、

答えが正解か否かの確認はするものの、もともと採点が予定されてい

たものではなく、勤務成績評価の対象となるものではない。また、テ

スト問題の作成者も学習会参加者として回答しているのであるから、

仮に、点数がテストの平均点以下であったとしても、それをもって同

人の業務知識が他の者と比較して低いということはできない。

したがって、知悉度試験の結果をもって、業務知識の欠如を示すも

のということはできず、勤務成績を劣位に評価する理由にはならない。

オ 列車遅延時の信号扱いに関する会社の主張について

(ｱ) 上記イに同じ。

(ｲ) 本件年末手当査定対象時期に、コンピュータ端末を手動で扱った

こと（列車遅延時に列車の運行予定等の変更情報を事前にコンピ

ュータ端末に入力するのではなく、当該端末の画面上でマウスのポ

インタを使い信号を操作すること。当該操作方法を、以下「マウス

操作」）により事故等を起こしたことはない。

カ 「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」第１０条所定教育（以

下「１０条教育」）の受講に関する会社の主張について
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(ｱ) １９年度第１・四半期及び第２・四半期に１０条教育の未受講は、

出席申込みをしていたにもかかわらず、会社の都合で日程が変更に

なったためである。

(ｲ) １０条教育は法的に義務付けられているものであるから、所定勤

務時間内に実施すべきであるが、会社は、所定勤務時間外に超過勤

務として受講させており、１０条教育が所定時間内に組み込まれて

いれば、受講しないということは起こり得ない。

キ １９年４月の営業勉強会無断欠席に関する会社主張について

(ｱ) 所定勤務時間外に行われた営業勉強会を自己の都合により欠席し

たにすぎない。必要な勉強会なら所定勤務時間内に実施すべきであ

る。

(ｲ) 営業勉強会の日程は、一般的な休暇申込みの期限である毎月２０

日まで公表されず、毎月２５日に翌月分の勤務指定がなされた時に

初めて来月の予定の中で空いている３日間に設定される。同設定は

労働者の生活を一切無視した形で行われていることから、営業勉強

会への欠席を勤務成績不良とすることは不当である。

(2) 会社の主張

ア 本件年末手当減額は、会社の就業規則違反行為である本件バッジ着

用行為及びこれを取り外すようにとの業務命令違反のほか、下記イ以

下記載の勤務成績不良を理由とするものである。Ｘは、「評価項目別

着眼点」の評価項目である「基本動作」、「知識」、「技能」及び

「取組姿勢」において、いずれも低い評価であり、これらを総合的に

判断し、勤務成績不良として年末手当を減額したもので、不当労働行

為には当たらない。

イ 信号取扱業務においては、事故を防止するためにも確実な確認作業

を行うことが必要かつ重要であるところ、Ｘは、確認喚呼は早口で、
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指差確認を惰性で行い確実な確認を心がけておらず、弛緩した態度で

行っていた。

なお、会社がＸの勤務中の言動を現認した係長の氏名を明らかにせ

ず、係長からＹに提出された記録を証拠として提出しないのは、今後

の上司部下間の信頼関係ないし職場秩序等への悪影響を与えることの

ないよう配慮したことによるものであり、これをもってＹ証言の信用

性が減殺されるものではない。

ウ Ｘは、業務遂行に当たって、向上心がみられなかった。１９年１１

月５日に実施されたＹとの面談において、Ｘが「上半期に頑張ってき

たことはない」旨述べたことは、およそ職務について精励しようとす

る意欲がないことを示している。この面談の態度から、１９年上半期

のＸの業務に対する取組姿勢が前向きでなく、向上心が見受けられな

いことは客観的に明らかである。

エ Ｘには信号取扱業務に関する知識の向上に向けた取組がみられなか

った。信号取扱業務に関する知識不足は、１９年４月から同年９月ま

で（５月、７月は欠席）に行われた信号業務担当者の勉強会での知悉

度試験で、全て平均点以下であったことからも裏付けられる。なお、

知悉度試験の結果自体は会社の成績評価に使用していない。

オ Ｘには技能面でも問題があった。特に、列車遅延時の電子連動の取

扱いでは、異常時に列車の運行予定などの変更があれば必要な情報を

事前にコンピュータ端末に入力して、機械で制御させるのが基本であ

るが、Ｘは、情報の入力より信号をマウス操作で扱うことが多く見受

けられた。Ｘのようにマウス操作で信号を扱うと、当該列車の発車時

刻を常に意識しながら他の列車を注視しなければならなくなり、意識

が散漫となる結果、列車遅延を発生させる可能性が高まり、ひいては

安全を脅かすことになる。
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カ 会社は、信号取扱いを担当する駅社員に対して、鉄道営業法に基づ

き１０条教育の実施が義務付けられており、各年度の四半期ごとに社

員が必ず受講できるよう複数の受講日を設定している。

Ｘは、１９年度の第１・四半期及び第２・四半期に実施された１０

条教育を受講していなかった。

キ 会社は、駅社員に対して、業務知識の涵養のため、営業勉強会を行

っており、月ごとに、同じ内容の勉強会を３日間繰り返し実施し、そ

の内一日、勉強会への出席を求めていた。

Ｘの１９年４月の営業勉強会の無断欠席は、勤務成績不良とした具

体的内容の一つである。

３ 争点(4) 本件定期昇給Ｄ評価の不当労働行為該当性

(1) Ｘの主張

ア 本件定期昇給Ｄ評価には正当な理由がなく、正当な組合活動を嫌悪

してなされたもので不当労働行為に該当する。

イ １９年４月定期昇給Ｄ評価

(ｱ) 業務知識に関する会社の主張について

ａ Ｙは、点呼の際に質問を行った当務駅長（駅長に代わって当務

を行うことを命ぜられた駅員のこと）の名前も特定しておらず、

また、その回答を「あいまいな回答」とするのみでその具体的な

内容を明らかにしていない。これは、伝聞に基づくＹの主観的な

評価にすぎないからで、Ｙ証言は信用できない。

ｂ 国鉄に勤務していた当時、営業関係の仕事に就いており、また、

１７年度下半期に行われたフロントサービス診断で「高い評価を

得た」こともあるから、営業にかかわる質問に対してあいまいな

回答しかできなかったということはあり得ない。

(ｲ) 信号取扱いに関する会社の主張について
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確認喚呼が早口であったか否かは係長の主観的な判断であり、ま

た、このことはＹの伝聞証言に依拠しているもので、これをもって

勤務成績を劣位に評価するのは不当である。

(ｳ) １０条教育未受講に関する会社の主張について

１０条教育は、１７年度までは、当務駅長資格を持つ者と信号・

操作担当の資格を持つ者とで別々に行われており、信号・操作担当

の資格を持つ者の教育は、当務駅長資格を持つ者の教育より時間が

少なかった。１８年度以降は一緒に行われるようになったが、会社

は、１０条教育の対象者を当務駅長資格者と表示するだけで、受講

すべき１０条教育を伝えていなかった。このため、当務駅長資格者

の教育を受けなければならないことを知ったのは１８年６月であり、

それ以降は、会社の都合で受けられなかった時以外は受講している。

ウ ２０年４月定期昇給Ｄ評価

(ｱ) 信号取扱業務に関する会社の主張について

ａ 当該会社の主張は、Ｙの伝聞証言に依拠しているにすぎず、早

口で弛緩した動作を直接に見聞したとされる係長も特定していな

い。また、列車を出発させる際の確認動作が早口で弛緩したもの

であったか否かは係長の主観的な判断にすぎず、これをもって勤

務成績を劣位に評価するのは不当である。この時期、早口で確認

喚呼をしたことにより事故等を起こしたことはない。

ｂ 福知山駅の係長の中に同駅の電子連動の信号取扱いを行った経

験のある者は１名としていない。そのような係長によって行われ

た評価は、業務の実態を踏まえた公正なものとはいえない。

(ｲ) 列車遅延時の信号扱いに関する会社の主張について

上記２(1)オに同じ。

(ｳ) 業務に対する取組姿勢に関する会社の主張について
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Ｙとの面談における対応を「成績不良」の事由とすることは、著

しく公平性・客観性を欠いている。

(ｴ) １０条教育を受講していなかったとの会社の主張について

上記イ(ｳ)に同じ。

(ｵ) 営業勉強会で出席率が低かったとの会社主張について

上記２(1)キに同じ。

エ ２１年４月定期昇給Ｄ評価

(ｱ) 接客態度に関する会社の主張について

苦情があったことは認めるが、「後のお客様がお待ちですから」

と丁寧な言い方で話したもので、会社が指摘するような事実はない。

(ｲ) 基本動作のチェックに関する会社の主張について

ａ 会社は、係長から「次列車確認ができていないがなぜか」と聞

かれ、「聞いたことがありません」と答えたと主張するが、これ

は、Ｙの伝聞証言に依拠しているにすぎず、次列車の確認が信号

業務の基本であることは十分認識しているので、「聞いたことが

ありません」と返答することはあり得ない。

ｂ 次列車の確認ができていないというのは係長の主観的な判断に

すぎず、この時期、次列車の確認をせずに事故等を起こしたとい

う事実はない。

ｃ 信号担当の仕事は、電子連動の導入以前に２名で行っていたも

のを、同導入後は１名で行うようになり、次々に到発着する列車

を１名で監視しなければならず、おのずと早口となることは、一

般には起こり得る。

(ｳ) 若手社員が信号取扱いを代わって行ったことがあったとの会社の

主張について

ａ 会社は、２１年３月、列車遅延時に運輸指令所からの指示で順
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序変更入力を行っていた際、「あー、どうしよう」と言ったこと

により、若手社員が信号取扱いを代わって行ったことを挙げてい

るが、これはＹの伝聞証言に依拠しているにすぎず、Ｙは、直接

にその様子を見たとされる者の名前さえ明らかにしていない。し

たがって、Ｙ証言は信用できない。

ｂ 列車遅延などの通常とは異なる事態が発生した場合、困惑感を

抱いたことの一般的な可能性は否定しないが、そのような場合、

年齢の上下にかかわらず職場の同僚が互いをフォローしあうのは

通常のことであり、それをもって勤務成績を劣位に評価するのは

不当である。

(ｴ) 業務に対する姿勢に関する会社の主張について

社内で行われる実務認定試験や通信教育については、個人の経済

的な負担が発生するし、時間的にもしばられ負担が発生する。その

ようなものの受講の有無で勤務成績を評価するのはおかしい。

(2) 会社の主張

ア 本件定期昇給Ｄ評価は、会社の就業規則違反行為である本件バッジ

着用行為及びこれを取り外すようにとの業務命令違反のほか、次のイ

以下の勤務成績不良を理由として、仕事給昇給を決定したもので、不

当労働行為には当たらない。

イ １９年４月定期昇給Ｄ評価

(ｱ) Ｘは、１８年５月８日、点呼の際に当務駅長が実施した一口諮問

に回答ができなかった。また、同年６月１日の点呼の際に当務駅長

が実施した一口諮問には、あいまいな回答をした。Ｙ証言は、Ｘが

１８年５月及び６月に業務知識についての質問に適切な回答ができ

なかったことについて報告を受けた内容を具体的に説明するもので

あり、信用に値するものである。
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(ｲ) Ｘは、普段の信号取扱業務の確認について、係長から一呼吸おい

た取扱いを指導されていたにもかかわらず、これを実行しようとし

ないで早口で済ませたりした。Ｘの信号取扱いの際の動作について

は、確認事項ごとに区切って行うべきところを行っていないことを

問題にしているのであり、口調が早いか遅いかといった主観的な判

断ではない。

(ｳ) Ｘは、１年間において必要とされる１０条教育の時間数を理解し

ていたにもかかわらず、１８年度の第１・四半期に実施された１０

条教育を受講していなかった。

ウ ２０年４月定期昇給Ｄ評価

(ｱ) Ｘは、指差確認・喚呼する間、早口で弛緩した動作を行っており、

基本動作の励行が不十分であった。これは、喚呼確認と取扱いとの

間に一呼吸を置くべきところ、Ｘが一呼吸置くことをしない状態を

指すものであり、係長の主観的判断であるということは当たらない。

基本動作の履行については、評価した係長が実際に電子連動の制

御盤を取り扱った経験があるかどうかの点から、その評価の公正さ

を問題とすることはできない。

(ｲ) 列車遅延時に信号をマウス操作で扱うことがしばしばあったこと

については、上記２(2)オに同じ。

Ｘが信号をマウス操作で扱ったことにより事故を起こしていなく

とも、安全確保のために定められた基本的取扱いを履行しなかった

ことを低評価の事由として考慮したものである。

(ｳ) Ｘは、業務に対する取組姿勢が前向きでなく、向上心が見受けら

れなかった。このこと及び業務知識も不足していた事実は、１９年

１１月５日及び２０年４月３０日に実施した個人面談におけるＸの

態度から明らかである。



- 15 -

(ｴ) Ｘは、１９年度の第１・四半期及び第２・四半期に実施された１

０条教育を受講しなかった。

(ｵ) 会社は、職員に営業勉強会への出席を求めていたが、Ｘは、１９

年４月から２０年３月までの間３回欠席しており、営業勉強会の出

席が悪いため出席するよう指導したことがあった。この事実からも、

Ｘの業務に対する向上意欲が欠けていたことは明らかである。

(ｶ) Ｘは、１９年１１月２３日の特別改札において、現金の授受を間

違え、不足金５０００円を発生させた。

エ ２１年４月定期昇給Ｄ評価

(ｱ) ２０年４月２３日、前日の２２日、高齢の女性が孫を抱いて改札

口を通行しようとした際、改集札業務をしていたＸから、「後ろが

つかえているから早く通ってくれ」と偉そうに言われたと、その女

性の夫から苦情があり、同人の接客態度には不適切なところがあっ

た。

(ｲ) 係長が時々、基本動作の取組状況をチェックしていたが、同係長

は、Ｘに、次列車や表示などについて落ち着いて確認して動作をす

るよう指導したのに対し、「それは難しいです。一度にたくさん確

認せならんので」と答えたり、列車の接近ブザーの鳴動停止時の次

列車の確認について、聞いたことがないと答えたり、ラインライト

の表示後の確認等の注意に対して、「列車が輻輳する時にはできな

い時もある」と答えるなど、反抗的な態度が見受けられ、同人の仕

事への取組状況には問題があった。

(ｳ) Ｘが担当している信号業務は、安全の確保上、非常に重要な業務

であるため、基本動作を確実に実行し、知識・技能を常に高めてお

くことが必要となるが、同人には自ら学ぶ姿勢がない。２１年３月

には、Ｘが列車遅延時に運輸指令所からの指示により順序変更入力
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を行っていたところ、「あー、どうしよう」と言ったため、近くに

いた若手社員が信号取扱いを代わって行ったことがあった。

(ｴ) Ｘは、２０年１０月２３日の個人面談においては、上半期を終わ

って頑張れたことやもう少し頑張ったらよかったと思うことについ

ては「ありません」と、下半期の目標については「特にありませ

ん」と回答し、２１年４月２１日の個人面談においては、下半期に

自分で考えて頑張れた点や反省点についても「ありません」と回答

しており、同人には業務に対する前向きな姿勢や向上心が欠けてい

た。

また、Ｘは、実務認定試験や通信教育を全く受講せず、資格級の

進級受験をしないなど業務意欲や向上心が欠けていた。

第３ 当委員会の認定した事実

１ 当事者等

(1) Ｘ

ア Ｘは、会社の職員であり、また、国労の組合員で、西日本本部近畿

地方本部（以下「近畿地本」）福知山地区本部に所属していた。

イ Ｘの国鉄及び会社における勤務箇所等

(ｱ) 昭和５１年４月１日、Ｘは、国鉄に採用され、綾部駅に配属され、

その後、香住駅、和田山駅で、構内係、交通保安係（踏切業務）、

営業係（改札等）などの業務に就いた。

(ｲ) 同６１年７月６日、Ｘは、豊岡駅営業係へ配属替えとなり、「人

材活用センター」に配置された。

「人材活用センター」は、国鉄が所要を上回る人員を集中的に配



- 17 -

置した上で、新しい事業分野の展開に努めたり、職員の多能化を図

っていくためのものとして設置され、駐車場の管理、特別改札、車

両清掃などの業務、ＯＡ教育などが行われた。

同６２年３月、Ｘは、豊岡駅営業係に配属のまま運輸部営業課兼

務となり、豊岡分室に配置された。

(ｳ) 同年４月１日、Ｘは、会社に採用され、豊岡駅営業係、運輸部運

輸三課兼務、豊岡事業分室勤務となり、同年１０月１日からは豊岡

事業所の配属とされ、臨時売店でのかに販売、夏季のキャンプ場管

理、自動販売機設置場所の調査などの鉄道業務以外の業務に従事し

た。その後、５年６月１日からは、福知山事業所豊岡派出所在勤と

なった。

(ｴ) ８年１１月１日、Ｘは、豊岡鉄道部管理係に配属となり、豊岡駅

に配置され、無人駅の清掃などの管理業務及び改札の補助業務を担

当した。

１４年３月から、Ｘは、出札業務に就き、同年６月には、これま

で経験のなかった信号業務の一部も担当することになり、同年１０

月からは信号担務となった。

(ｵ) １４年１０月７日、Ｘは、下記５(6)のとおり、逮捕、勾留され、

１５年１２月２２日に保釈されたため、同月２４日に職場に復帰す

るまでの間、欠勤した。

(ｶ) １９年３月１日、Ｘは、福知山駅運輸管理係に配属され、主に信

号担当として業務に従事していた。
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(2) 会社は、昭和６２年４月１日、日本国有鉄道改革法（以下「国鉄改革

法」）などに基づき、国鉄が経営していた本州の西日本地域における旅

客鉄道事業などを承継し設立された法人で、２２年４月１日現在、約２

万９９５０名の職員が、うち福知山支社には約１０５０名の職員がいる。

(3) 国労は、国鉄の職員により設立された労働組合で、国鉄の分割・民営

化に伴い、会社その他の国鉄の事業を承継した法人（以下「ＪＲ」）等

に勤務する者などにより組織されている。

会社には、西日本本部（約１５００名）のほか、西日本旅客鉄道労働

組合（約２万４８００名）、ジェーアール西日本労働組合（約８７０

名）、全日本建設交運一般労働組合西日本鉄道本部（以下「建交労」。

約３０名）、国鉄西日本動力車労働組合（以下「西動労」。約５名）の

労働組合がある。なお、会社の福知山支社には、建交労及び西動労は存

在しない。

２ 国鉄における労使関係等

(1) 国鉄の分割・民営化に至る経緯等

ア 昭和５７年１月、いわゆるカラ出張、ヤミ手当といった慣行が国鉄

に存在することが問題となり、同年３月４日、運輸大臣は、国鉄に対

し、「総点検を実施し、厳正な措置を講じることが必要である」旨指

示した。この総点検は、国鉄の全現業機関を対象として行われたが、

その結果、国鉄は、職場規律の乱れが広くかつ深いものであることが

判明したとして、いわゆる悪慣行、ヤミ協定の解消、現場協議の乱れ

の抜本的是正について取り組むこととした。その後、国鉄は、同６０

年１２月までの間に、毎年２回、８次にわたり職場規律の総点検を行

ったが、いずれの総点検においても組合バッジの着用状況についての

調査項目はなかった。
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イ 同５７年５月１７日、第二次臨時行政調査会（以下「臨調」）第４

部会報告が発表された。この報告においては、国鉄の経営の悪化をも

たらした原因の一つとして、労使関係について、「ヤミ協定、悪慣行

等が蔓延し、合理化が進まず、その結果生産性の低下をもたらし、今

日の国鉄の赤字の大きな要因となっていると考えられる」との指摘が

なされた。

ウ 同年７月３０日、臨調は、第三次答申（基本答申）を行った。この

答申において、国鉄の経営の悪化をもたらした原因の一つとして、

「労使関係が不安定で、ヤミ協定、悪慣行の蔓延など職場規律の乱れ

があり、合理化が進まず、生産性の低下をもたらしたこと」が指摘さ

れ、国鉄に最も必要なことの一つとして、「職場規律を確立し、個々

の職員が経営の現状を認識し、最大限の生産性を上げること」を挙げ、

国鉄の分割・民営化が必要であるとの結論が示されていた。

さらに、「新形態移行までの間緊急にとるべき措置」として１１

項目を指摘し、その中に、「職場規律の確立を図るため、職場におけ

るヤミ協定、悪慣行（ヤミ休暇、休憩時間の増付与、労働実態の伴わ

ない手当、ヤミ専従、管理職の下位職代務等）は全面的に是正し、現

場協議制度は本来の趣旨にのっとった制度に改める。また、違法行為

に対しての厳正な処分、昇給昇格管理の厳正な運用、職務専念義務の

徹底等人事管理の強化を図る」とする項目が含まれていた。

エ 昭和５８年、日本国有鉄道再建監理委員会（以下「再建委員会」）

が設置され、①同年８月２日、「日本国有鉄道の経営する事業の運営

の改善のために緊急に講ずべき措置の基本的実施方針について」と題
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する報告書において、経営管理の適正化の一つとして職場規律の確立

について、「職場規律は、およそ組織体が円滑に運営されていくため

の基盤であり、そこに乱れがあるという状態では、国鉄事業の再建は

到底おぼつかない。よって、職場規律については、現在行われている

措置を着実に推進するとともに、幹部職員が積極的に現場と接触する

ほか定期的な総点検を行うことなどにより早急に組織全体への浸透を

図るべきである」と提言し、②同５９年８月１０日、「日本国有鉄道

の経営する事業の運営の改善のために緊急に講ずべき措置の基本的実

施方針（第２次）について」と題する報告書において、「職場規律の

確立は企業存立の基盤であることを改めて認識し、今後とも不断の改

善努力を続けることによって組織全体への浸透を図っていく必要があ

るが、特に最近の総点検の結果を見ると、改善の遅れている問題職場

が特定されつつあるので、これらに対しては重点的な指導を行い、そ

の改善の促進を図るべきである」と提言した。

オ 同６０年７月２６日、再建委員会は、内閣総理大臣に対し、「国鉄

改革に関する意見－鉄道の未来を拓くために－」（以下「再建委員会

最終意見」）を提出し、その中で、鉄道旅客事業を全国６地域に分割

し、民営化すること、その実施時期を同６２年４月１日とすること、

国鉄が新事業体に移行することにより約９万３０００人の余剰人員が

生じるため、その対策を講じるべきことなどの意見を表明した。

また、再建委員会最終意見には、「旅客鉄道会社には鉄道旅客部

門について適正要員規模の２割程度を上乗せした要員（中略）を移籍

する」、「この２割程度の上乗せ要員については、旅客鉄道会社にお

いて関連事業の積極的展開等で逐次その有効な活用を図る」と記載さ

れていた。
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カ 同６０年１０月１１日、「国鉄改革のための基本的方針について」

閣議決定が行われ、その後、国鉄の分割・民営化を柱とする国鉄改革

法案などのいわゆる国鉄改革関連法案が順次閣議決定されて国会に提

出され、同６１年１１月２８日、これら国鉄改革関連８法が成立、同

年１２月４日公布され、同６２年４月１日、会社をはじめＪＲ各社が

発足した。

なお、国鉄は、これ以前の同６１年３月、各機関の長に対し、職場

規律の総点検の集大成として、個々の職員の実態把握を統一的に行う

ため職員管理調書を作成するよう通達を発していた。

(2) 国鉄の分割・民営化をめぐる労使関係等

ア 国鉄当時、国労を始め国鉄動力車労働組合（以下「動労」）などは、

国鉄改革（国鉄の分割・民営化）をめぐって反対の立場であったが、

その後、動労などがこれを容認する立場に転じた。

昭和６１年１月１３日、国鉄並びに鉄道労働組合（以下「鉄労」）、

動労及び全国鉄施設労働組合（以下「全施労」）は、「労使共同宣言

（第一次）」に調印したが、同宣言には、「雇用安定の基盤を守ると

いう立場から、国鉄改革が成し遂げられるまでの間、労使は以下の事

項について一致協力して取り組むことを宣言する」として、リボン・

ワッペンの不着用、氏名札の着用など定められた服装を整えることな

どが記載されていた。

なお、国鉄は、国労に対しても同旨の提案を行ったが、国労は、

「労使共同宣言」への調印を拒否した。

イ 同６１年７月１８日、鉄労、動労、全施労及び真国鉄労働組合は、
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国鉄改革労働組合協議会（以下「改革労協」）を結成した。同年８月

２７日、国鉄及び改革労協は、「第二次労使共同宣言」に調印したが、

同宣言は、改革労協は国鉄経営の現状にかんがみ、「民営・分割」に

よる国鉄改革を基本とするほかはないという認識を持つに至ったとし

て、①労使は、これまでに築いてきた信頼関係を基礎に、国鉄改革の

実施に向かって一致協力して尽力すること、②労使は、改革労協が今

後の鉄道事業における労使関係の機軸として発展的に位置づけられる

よう、緊密な連携、協議を行い、改革労協は、今後争議権が付与され

た場合においても、鉄道事業の健全な経営が定着するまでは、争議権

の行使を自粛することなどを内容としていた。

ウ 同年１０月９日及び同月１０日、国労は、臨時全国大会（修善寺大

会）を開催したが、分割・民営化などの国鉄改革に対する反対をやめ

て労使共同宣言を締結するという国鉄当局との「大胆な妥協」を目指

す執行部案は否決され、執行部の交替となり、引き続き国鉄の分割・

民営化などの国鉄改革に対して、継続して反対していく方針が確認さ

れた。

なお、国労は、同５６年６月時点での組合員は約２４万５０００名

であったが、国鉄の分割・民営化の過程で脱退者が相次ぎ、会社発足

時の同６２年４月には約４万４０００名と急激に減少した。

エ 国労は、同年４月１日のＪＲの発足後も、国鉄の分割・民営化に反

対の立場をとり、会社との間で多くの労使紛争が生じた。

３ 会社と国労との労使関係等

(1) 昭和６２年４月の国鉄の分割・民営化に際して、国労の組合員ら約７
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６００名が不採用となった。不採用者は同月１日以降、国鉄清算事業団

の職員として、２年４月１日まで再就職が図られることとなったが、２

年４月、同事業団は、結局、再就職が図られなかった国労の組合員ら１

０４７名を解雇した。その後、上記２(2)エのとおり、当該解雇等をめぐ

って、会社らＪＲ各社と国労との間で多くの労使紛争が生じた。

(2) 国労本部等による会社への紛争の全面解決等のための申入れ等

ア ８年８月３０日、国労本部及び西日本本部は連名で、会社に対し、

「紛争の全面解決と労使関係正常化のための申し入れ」（以下、「国

労８．３０申入れ」）を行った。

国労８．３０申入れは、同月２６日開催の臨時中央執行委員会でＪ

Ｒ各社との間のすべての労使紛争を解決することを次のとおり決定し

たとして、「国労は、①国鉄改革法に基づいて推移している現状を認

めるとともに基幹鉄道としてのＪＲ各社の発展に寄与すること、②健

全かつ正常な労使関係の構築を図ること、③不採用及び配属事件等全

事件について、全面和解の方向が明確になれば、ただちに申立等の取

り下げを行うことを確認したとして、速やかに話し合いを開始し、す

べての紛争を解決するよう申し入れる」などとするものであった。

なお、上記申入れは、国労本部と各エリア本部との連名で、他のＪ

Ｒ各社に対しても行われた。

イ 同日、会社は、国労８．３０申入れに対し｢コメント｣を発表した。

同コメントは、「国労から国労８．３０申入れがなされたが、今回の

申入れにおいても、国労が国鉄改革を全面的に承認するのか否かが明

言されておらず、これまでの運動方針を転換したと理解するには十分

なものとは言えない。しかし、申入れの中に、会社の発展への寄与が

述べられていること、及び、申入れの席上、会社の理解を得る努力を
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続ける旨の意向が表明されたことから、国労が国鉄改革を事実として

承認するだけではなく、その理念を含め全面承認することを明確化す

るとともに、当社への協力を具体化するなど、相互理解を深めるため

の何らかの努力を行っていくとすれば、これを拒否するものではなく、

当社としても労使関係の一層の正常化に努めていく」旨述べるもので

あった。

(3) ８年９月１０日、会社は、西日本本部が、同日、国鉄改革法に対する

見解を口頭で申し入れてきたことを受け、コメントを発表した。同コメ

ントは、「本日、西日本本部は、国鉄改革法等をその理念を含め承認す

ることなどを明らかにした。今後、この見解が大会等正式機関において

国労全体の意思として決定されることを期待する」旨述べるものであっ

た。

(4) １２年５月３０日、自由民主党、公明党、保守党及び社会民主党（以

下「四党」）は、「ＪＲ不採用問題の打開について」合意をした（四党

合意）。四党合意の内容は、ＪＲ不採用問題については、四党が、次の

枠組みですみやかな解決のため努力するとするもので、その枠組みとは、

①国労がＪＲに法的責任がないことを認めることを大会において決定す

る、②同決定を受けて、「雇用」、「訴訟取り下げ」、「和解金」の３

項目について､(a)与党からＪＲ各社に対し、国労組合員の雇用の場の確

保等を検討してほしい旨の要請を行う、(b)社民党から国労に対し、少

なくともＪＲ発足時における国鉄改革関連の訴訟について、速やかに取

り下げるよう求める、(c)与党と社民党の間で和解金の位置付け、額、

支払方法等について検討を行うとの手順で実施するなどとするものであ

った。
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国労は、１３年１月２７日、四党合意の受入れを盛り込んだ方針案を

採択した。

(5) １６年９月１６日及び１７年１月２１日、当委員会は、当委員会に係

属する国鉄の分割・民営化とＪＲ発足に伴う職員の配属発令並びにその

後の兼務・配転等発令に関連する国労らと東日本旅客鉄道株式会社（以

下「東日本旅客会社」）との間の事件（１３件）について、和解勧告を

行い、上記両者はこれを受諾して和解が成立した。また、１７年１０月

３１日、当委員会は、当委員会に係属する昇進試験に関連する国労らと

東日本旅客会社との間の事件（９件）の和解勧告を行い、上記両者はこ

れを受諾して、東京都労働委員会係属事件１４件も含め計２３件につい

て和解が成立した。

さらに、１８年１１月６日、当委員会は、国労らと東日本旅客会社ら

との間の国労組合員の会社への採用問題を除く、出向・配転等に関連す

る事件（３０件）、国労バッジ事件（１１件）及びその他不利益取扱い

等に関連する事件（２件）の計４３件の係争事件について、和解勧告を

行ったところ、国労らと東日本旅客会社は、これを受諾して出向・配属

等の４都県労委の係属事件６件、国労バッジの東京都労働委員会係属事

件１０件、及びその他不利益取扱い等の東京都労働委員会係属事件２件

を含めて計６１件の和解が成立した。

なお、上記和解に係る勧告書には、「当委員会は、東日本旅客会社ら

と国労らとが、正常かつ良好な労使関係の確立が不可欠であることを深

く認識し、労使関係の健全な発展に努めることが重要であるとの観点か

ら、不当労働行為救済申立事件を終結させ、下記により和解することを

適当と認め、和解を勧告する」とし、下記には、「東日本旅客会社らと

国労らは、本件和解の趣旨、経過等を踏まえ、本件事件に係る紛争を解
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決し、健全で良好な労使関係の確立に努力する」、「東日本旅客会社ら

と国労らは、今後、労組法及びその他関係諸法令を遵守し、労働協約の

精神に則り、相互の権利を尊重し、誠実に義務を履行して、労使紛争が

生じないように努める。」、「東日本旅客会社らと国労らは、本件和解

の趣旨及び内容について、十分に周知徹底を図ることとする。」等の内

容が含まれていた。これにより、国労の組合員による個人申立事件を除

いて、国労と東日本旅客会社間での労働委員会における係争事件はすべ

て終結した。

４ 組合バッジ着用に係る会社の対応等

(1) 組合バッジ着用に係る国鉄及び会社の対応

ア 国鉄時代、各労働組合は組合バッジを作成し、各労働組合の組合員

は日常的に着用している者が多かったが、国鉄は、全社的立場からは、

特段組合バッジ着用を規制することはなかった。

イ 会社は、上記２(1)のとおり、国鉄時代に職場規律が問題とされた

経緯にかんがみ、職場規律の維持に特段の意を用いることとし、会社

の就業規則に服務規律に関する規定を設けこれを厳正に運用すること

とし、組合バッジ着用についても禁じることとした。

ウ 昭和６２年１０月、上記のとおり会社の就業規則が制定されたにも

かかわらず、これに違反して、国労バッジを着用している職員がみら

れたため、会社は、各機関に対して、勤務時間中に組合バッジを着用

している職員に対して注意・指導を徹底するよう指示し、その後、こ

れに従わない者に対しては、厳重注意とした。
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エ 会社は、組合バッジの着用により厳重注意を繰り返し受けたにもか

かわらず、引き続き、組合バッジの着用を止めない者がいたが、ＪＲ

他社が組合バッジ着用を理由として行った訓告の有効性をめぐって係

争中の事案があったことから、会社としては、当該係争中の事案の推

移が明らかになるまでは当面厳重注意により対応することとし、６年

度を除き８年度までは、原則として毎年度末に厳重注意としたが、注

意・指導に対して暴言などを発する職員については「訓告」を発令す

ることとした。

オ 会社は、株式上場を８年秋に控えていたことや、同年３月時点で会

社内に組合バッジの着用などの服装整正違反として「厳重注意」を受

けた職員が３８８名存在したことなどを考慮して、上場企業にふさわ

しい職場規律の確立が必要であるとして、早急に職場規律の是正を図

ることとした。そして、遅くとも同年９月頃までに、具体的な取組と

して、①「職場規律の厳正について」を掲示し全職員に点呼等を通じ

た周知徹底、②現場管理者への「職場規律の厳正」の趣旨の徹底と組

合バッジ着用等の服装の整正違反者に対する注意・指導の徹底、③各

組合への説明と理解、④注意・指導を強化する期間の指定、⑤処分量

定の変更等を行うこととした。

カ ８年９月６日、会社は、西日本本部を含む会社内の各労働組合に対

して、「職場規律の厳正について(案)」を示しながら、注意・指導を

強化するスケジュール及び組合バッジ着用者に対する処分量定を厳重

注意を２回受けていた者についてはこれまでの「厳重注意」から「訓

告」へ変更することなどを説明した。

なお、厳重注意、訓告とも、会社の就業規則上の懲戒処分ではない



- 28 -

が、厳重注意が夏季手当の減額など経済的不利益を伴わないものであ

ったのに対し、下記(2)イ(ｲ)及び(ｳ)のとおり、訓告は期末手当が減

額され、これが積み重なると昇給にも影響するなど実損を伴うもので

あった。それまでの訓告となった例には、事故を発生させた事例や不

祥事、無断欠勤などがあった。

キ 同月１２日、会社は、関係職場の各長に対し、①組合バッジ着用、

社章・氏名札の未着用及び組合マーク入りグッズの目的外使用の服装

違反者に対しては、服装違反の根拠を明確に伝えること、②組合バッ

ジ着用者に対しての注意・指導は、処分を行うための手段ではなく、

あくまで取り外させるための説得活動であることを再認識し、継続的

に行うことなどを通知した。

ク 同月１７日、会社は、「職場規律の厳正について」とする文書を全

職場に掲示し、会社として改めて職場規律の是正に向けて強く取り組

むことを全職員に対して周知したが、同文書には、①会社は職場規律

の確立こそが会社発展のための最重要課題であるとして取り組んでき

たが、未だ管理者の度重なる指示にもかかわらず、社章や氏名札の未

着用、組合バッジの着用など服務規律違反行為を繰り返す職員がいる

こと、②こうした行為は、それ自体業務運営の基礎となる企業秩序を

乱す不当な行為であり、今後もこのような違反行為が行われるならば

厳正に対処せざるを得ないことなどが記されていた。

ケ 会社は、上記クの「職場規律の厳正について」と題する文書の掲示

後、再度、組合バッジ着用者に対する注意・指導の徹底を図ることと

した。そして、８年度は、８年１０月と９年２月の各１か月間を注
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意・指導強化期間とし、注意・指導に従わない場合には、８年１２月

と９年３月末の２回、厳重注意とした。

９年度も、引き続き注意・指導を強化することとし、同年４月から

同年１２月まで、８年度に２回厳重注意を受けていても、なお注意・

指導に従わない場合には、同年１２月に訓告を発令した。ただ、会社

の賃金規程上、年度内に２回訓告を受けた場合は、昇給欠格要件に該

当することになることから、１０年１月から同年３月までは処分の調

査期間とせず、この間に注意・指導に従わない場合にも、９年度内の

訓告は１回に止める運用を行った。

コ 上記のとおり、８年度及び９年度において取組の強化を図った結果、

組合バッジ着用による処分者は３８８名から７１名に減少した。会社

は、１０年度以降、なお組合バッジを継続して着用する場合には、訓

告を年１回、毎年度末に発令することとした。

その後、福知山支社においては、国労バッジの着用者はＸ１名とな

った。

サ ９年１２月、西日本本部兵庫地区本部は、会社が同月８日以降、服

務の根本基準及び服装の整正違反を理由として、１２名に訓告を発令

したことなどに対し、不当労働行為に該当するとして、抗議するとと

もに、これを撤回することを求める旨の「抗議声明」を､１２年１２

月１１日には、会社の神戸支社が「バッジ・グッズ着用」、「命令に

従わなかった」ことなどを理由として、年末手当５万円のカットを行

ったことに対し、国労バッジなどの着用を職務規律違反や業務運営を

妨害するものとすることは、組織攻撃と憲法違反に当たるとして、査

定カットの撤回を求める旨の「抗議声明」を発した。
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シ 国労バッジの着用に係る国労の指示内容についての当委員会からの

求釈明に対し、Ｘは「国労中央本部は、四党合意以降、国労バッジの

着用を奨励しなくなったが、中央本部以下の国労の各級機関が、大会

決定等の正式な手続きを経て国労バッジの着用停止を組合員に提示し

た事実はない」旨釈明した。

(2) 服務規律に関する会社の就業規則等

ア 会社の就業規則

会社の就業規則には、職員の服務に関し、次のとおり規定されてい

る。

「（服務の根本基準）

第３条 社員は、会社事業の社会的意義を自覚し、会社の発展に寄

与するために、自己の本分を守り、会社の命に服し、法令、規

程等を遵守し、全力をあげてその職務の遂行に専念しなければ

ならない。

２ （略）

（服装の整正）

第20条 制服等の定めのある社員は、勤務時間中、所定の制服等を

着用しなければならない。

２ 社員は、制服等の着用にあたっては、常に端正に着用するよ

う努めなければならない。

３ 社員は、勤務時間中に又は会社施設内で会社の認める以外の

胸章、腕章等を着用してはならない。

（勤務時間中等の組合活動）

第23条 社員は、会社が許可した場合のほか、勤務時間中に又は会
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社施設内で、組合活動を行ってはならない。」

イ 会社の賃金規程等

(ｱ) 会社における賃金は、基本給（年齢給、仕事給など）、諸手当及

びその他（期末手当）からなっている（賃金規程第３条）。

(ｲ) 仕事給の昇給は、前年４月１日から当年３月３１日までの調査期

間内における勤務成績及び職務遂行能力を総合的に勘案し（賃金規

程第２０条）、所属長により毎年４月１日に実施される（同第１７

条及び第２１条）。

仕事給昇給額は、労使で協議し、年度ごとに「仕事給昇給額に関

する確認事項」が締結され決定されていた。昇給額は資格級に応じ

て定められているほか、各資格級ごとに、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの順

に５つの評価区分があり、それぞれの評価区分に応じて、１００円

ごとの差がある昇給額となっていた（同第１８条第１項、別表第

２）。

仕事給昇給額の評価区分は、標準がＣで、標準より上のランクを

３区分（Ｓ、Ａ、Ｂ）、標準より下のランクを１区分（Ｄ）として

おり、Ｄランクは「評価項目別着眼点」で示されている「最低限必

要なこと」を行えるレベルに達しない者となっている。

なお、年度内に２回訓告を受けた場合の仕事給昇給額は、当該本

人の資格級のＤランク昇給額の４分の３の額（４分の１を減じた

額）とされる（同第１８条第２項、別表第１１）。

Ｘの仕事給の資格級は、１３年４月１日以降､Ｃ４級となってお

り、また、１２年度に評価制度が実施されて以来のＸの仕事給昇給

額の評価区分は、１３年度、１４年度及び１８年度はＣ評価、それ
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以外の年度はＤ評価であった。

(ｳ) 期末手当

期末手当は、夏季手当については、前年１０月１日から当年３月

３１日まで、年末手当については当年４月１日から当年９月３０日

までが調査期間とされ（賃金規程第１２０条）、その支払額は、

「基準額 ×（１－期間率）± 成績給」により算定して得た額とさ

れていた（同第１２１条）。

基準額は、労使で協議し、年度ごとに「期末手当の基準額等に関

する協定」が締結され決定されており、この協定では、基準額のほ

か、支払日なども定められていた。

成績給は、調査期間内における勤務成績により増額又は減額する

金額とされ（勤務成績が標準的な場合は増減額なし）、増額の場合、

勤務成績が特に優秀な者は１０万円が、勤務成績が優秀な者は５万

円が、勤務成績が良好な者は２万円が加算され、減額の場合は、調

査期間内に、出勤停止を受けた者は１０万円が、減給、戒告、訓告

を受けた者及び勤務成績が良好でない者は５万円が減じられる（同

第１２３条）。

Ｘの年末手当は、１３年度、１６年度ないし１９年度（本件年末

手当）まで減額支給された。

５ Ｘの組合活動等

(1) 昭和５３年１月、Ｘは、国労に加入した。

(2) 同５４年７月、Ｘは、綾部分会の青年部常任委員となり、合理化反対

の横断幕や立て看板、懸垂幕を使った要員確保の運動などの活動に取り

組んだ。 。
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(3) 同５８年１１月以降、Ｘは、香住分会の青年部長となり、同５９年６

月、同分会の青年部として、国鉄の分割・民営化反対のワッペン着用の

活動を行い、同人は国鉄から訓告を受けた。また、この頃、福知山地区

本部の指示により、同分会の青年部として、分割・民営化反対の座込み

の活動を行った。

(4) 上記２(2)ウのとおり、同６１年１０月、国労の修善寺大会において、

国鉄の分割・民営化について反対が多数を占め、新委員長が選出され、

Ｘは、本部の呼び掛けに応じ、福知山地区本部の他の組合員らとともに、

国鉄の分割・民営化に反対等して、福知山駅前で２４時間ハンガースト

ライキを実施（同年１１月）する取組を行った。

(5) 同６２年１月以降、福知山地区本部の組合員約１２００名のうち約１

０００名が国労を脱退し、福知山地区本部の組合員は約２００名に激減

したが、Ｘは、国労の組合員として、国鉄分割・民営化反対の行動を引

き続き行った。

(6) １４年５月２７日、国労本部は、国鉄職員であったが会社等の承継法

人に不採用となった者が、同不採用は不法行為であるとして損害賠償を

求めて提起した訴訟の原告となった国労の組合員を統制処分に付すため

に臨時大会を開催した。この本部方針に反対するＸら国労の組合員は、

大会代議員宿舎の前で開催に反対する活動を行った。これにより、Ｘは、

暴力行為等処罰に関する法律違反により１４年１０月７日に逮捕され、

１５年１２月２２日まで勾留された。
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(7) Ｘは、１３年４月２４日、福知山支社で同年２月２７日実施された

運転士科入学試験に際して、国労バッジの着用を理由に面接を拒否され、

面接試験を受験できなかったことが不当労働行為であるとして、京都府

労委に救済申立てを行ったが、１５年１月１７日、同府労委は、申立て

を棄却ないし却下した。Ｘは、これを不服として、１５年１月３０日、

再審査の申立てを行ったが、１６年１０月２７日、当委員会は、京都府

労委の却下部分を取り消し、同部分に関する再審査申立人の救済申立て

を棄却するほかは、再審査申立てには理由がないとして棄却し、命令は

確定した。

６ Ｘの国労バッジ着用に対する訓告等

(1) 国労バッジの形状等

国労バッジは、縦約1.2センチメートル、横約1.3センチメートルの四

角形の金属製のもので、デザインは黒字に金色のレールの断面と「国鉄

労働組合」の英訳による頭文字の「ＮＲＵ」が記載されている。

(2) Ｘの国労バッジの着用等

ア Ｘは、昭和５３年１月、国労に加入以降、同６２年４月に会社に採

用された後も、一時期（１９年までの盛夏服を着用する時期）を除き、

国労バッジを、冬服であれば上着のえりに、夏服であれば胸ポケット

の上方に着用し勤務した。

イ Ｘは、８年１１月１日に配置された豊岡駅では、改札の補助業務を

担当することがあり、１４年３月からは出札業務に就いた。その後、

同年１０月１日に信号担務となり、１９年３月１日に配置された福知

山駅でも主に信号担当として業務に従事していたが、特に客が多い時
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などに、接客業務に従事することがあった。

ウ Ｘが、福知山駅で駅信号業務を行う場所は、信号扱い所という部屋

で、信号取扱い業務を担当する職員２名、輸送担当の職員１名が業務

を行っていた。信号扱い所の出入口は常に開いており、列車が遅延し

た時には、列車の状況を確認するため、営業社員などが出入りするこ

とがあった。

(3) Ｘの国労バッジ着用に対する会社の注意・指導等

ア ８年１１月、豊岡鉄道部管理係豊岡駅在勤となった頃から、Ｘの国

労バッジの着用に対し、月に１回程度、注意・指導が行われるように

なった。

イ 本件バッジ着用が行われた時期には、毎日、始業時の点呼の際に、

国労バッジの着用に対する注意・指導が行われるようになっていたが、

豊岡駅での出勤時の点呼は１０数名が円形になって行われ、おおむね

次のとおりであった。

① 点呼執行者の係長が「服装の整正」と号令をかけ、各人が自分の

服装をチェックする。

② その際、係長は「Ｘ君、組合のバッジは会社の就業規則に違反し

ますので、直ちに取り外してください」と注意する。

③ Ｘは「外しません」と答え、係長は「何時何分誰々が現認しまし

た」と言って、点呼業務を継続する。

また、点呼は、通常９時に開始され、現認の時間は、９時１０秒と

か１５秒とされる場合が多い。

このような点呼の際の注意・指導の状況はその後も変わっておらず、
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Ｘは、その後も国労バッジ着用を継続している。

ウ 福知山駅での出勤時の点呼は、１０名から１３名程度で行われるが、

その際、会社職制は必ずＸに対し国労バッジ着用の取り外しを命じる

が、同人は「外しません」と答えて、これに応じたことはない。

(4) Ｘの国労バッジ着用を理由とする訓告等

ア 国鉄時代、Ｘは、国労バッジの着用によって、国鉄から厳重注意、

処分等の不利益扱いを受けたことはなかった。

イ 昭和６３年度以降１７年度までのＸの国労バッジ着用への会社の対

応

会社は、Ｘに対し、国労バッジの着用を理由とする服装の整正など

の違反により、次のとおり、昭和６３年度以降、６年度を除き８年度

まで厳重注意を発令し、９年度以降は１４年度を除き、訓告を発令し

た。

会社は、訓告の発令に伴い、Ｘに対して、１０年度以降、１５年度

を除き、夏季手当について減額を行った。

年 度 発令年月日 Ｘへの措置

昭和63 昭和63年5月30日 厳重注意

元 ２年３月２９日 厳重注意

２ ３年２月２６日 厳重注意

３ ４年３月３０日 厳重注意

４ ５年３月３１日 厳重注意

５ ６年３月３１日 厳重注意

７ ８年３月２８日 厳重注意
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８
前期 ８年１２月２６日 厳重注意
８

後期 ９年３月３１日 厳重注意

９ ９年１２月８日 訓 告

１０ １１年３月２６日 訓 告

１１ １２年３月２８日 訓 告

１２ １３年３月２９日 訓 告

１３ １４年３月２８日 訓 告
（逮捕・拘留（１４年１０月７日から１５年１２
月２２日までの間）により勤務せず）

１５ １６年３月２９日 訓 告

１６ １７年３月３１日 訓 告

１７ １８年３月３１日 訓 告

ウ 本件バッジ着用への会社の対応（本件訓告等）は、次のとおりであ

る。

(ｱ) 会社は、Ｘに対して、１８年４月１日以降の国労バッジ着用を理

由として、１９年３月２９日付けで訓告を発令した。

同年６月２９日、会社は、Ｘに対して、１９年度夏季手当につい

て、上記訓告を理由として、上記４(2)イ(ｳ)の賃金規程の定めに基

づき、成績給を５万円減額して支給した。

(ｲ) 会社は、Ｘに対して、１９年４月１日以降の国労バッジ着用を理

由として、２０年３月３１日付けで訓告を発令した。同年６月３０

日、会社は、Ｘに対して、２０年度夏季手当について、上記訓告を

理由として、賃金規程の定めに基づき、成績給を５万円減額して支

給した。
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(ｳ) 会社は、Ｘに対して、２０年４月１日以降の国労バッジ着用を理

由として、２１年３月２７日付けで訓告を発令した。

同年６月３０日、会社は、Ｘに対して、２１年度夏季手当につい

て、上記訓告を理由として、賃金規程の定めに基づき、成績給を５

万円減額して支給した。

(5) 本件訓告等に係るＸの苦情申告

Ｘは、１９年３月２９日付け訓告、２０年３月３１日付け訓告、本件

年末手当減額、２０年６月３０日支給の夏季手当減額及び２０年４月定

期昇給Ｄ評価に関し、苦情処理申告を行ったが、福知山地方苦情処理会

議において、それぞれ棄却された。

なお、上記Ｘの苦情処理に関し、会社が作成した苦情処理決定通知書

ないし苦情整理書では、組合側委員の意見として、「組合バッジ着用は

団結権に保障された組合活動であり、訓告処分は不当であるため撤回さ

れたい。」、「組合バッジ着用による期末手当の減額は不当であり認め

られない。」旨記載されている。

７ Ｘの勤務状況と勤務成績等

(1) 評価区分決定の仕組み

会社における勤務成績評価は、箇所長が毎年３月に翌年度の「評価項

目別着眼点」を作成し、会社の各箇所において職員に周知され、同着眼

点に従って、箇所長が、各職員の半期（４月から９月末までが上半期調

査期間、１０月から３月末までが下半期調査期間）又は前年度の勤務成

績を評価し、支社人事課に期末手当の成績給又は仕事給昇給額の評価区

分として報告する。支社人事課は、支社全体として整合性がとれるもの

とするよう箇所長に対しヒアリング等を実施した上で当該職員の勤務成
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績を評価し、期末手当の成績給又は仕事給昇給額の評価区分を決定する。

評価項目には、基本項目と加点項目があり、仕事給昇給に反映する年

間評価については基本項目により、期末手当の成績給に反映する半期評

価については会社業績・職場活性化への貢献などを加点要素とする加点

項目を基本項目に加え評価することになっていた。

Ｘに適用される基本項目には、「基本動作」、「知識」、「技能」、

「取組姿勢」の４項目があり、「基本動作」の着眼点として「運転取扱

いに関する基本動作」、「禁止事項・厳守事項の遵守」、「身だしな

み」が、「知識」の着眼点の中には「異常時の取扱いに関する知識」が、

「技能」の着眼点の中には「異常時の対応」が、「取組姿勢」の着眼点

の中には「職場規律の遵守、上司指示の理解・実践」、「業務に対する

向上意欲」、「後輩等に対する助言・指導」があった。

箇所長は、豊岡駅は豊岡鉄道部長、福知山駅は福知山駅長であった。

(2) Ｘの勤務状況、個人面談の状況等

ア １８年５月８日、豊岡駅の当務駅長は、Ｘに対し一口諮問を行った。

これは事前に配付し勉強するよう指導していた問題集の中から、質問

するものであったが、Ｘは、同駅長の「名古屋で買った普通乗車券は、

ここでも払戻しできますか？」、「クレジットカードで買った乗車券

でも払戻しできますか？」との質問に回答できなかった。また、同年

６月１日に行われた当務駅長の一口諮問でも、Ｘは「私の父がＪＲ西

日本の株主優待割引券を持っているのですが、その割引券を私が使用

することができますか？」、「○○駅（特急停車駅）から大阪駅の定

期券を持っているのですが、優待割引券で自由席特急券だけ買えます

か？」との質問に、あいまいな回答しかできなかった。
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イ 同年４月１日から１９年２月末まで、Ｘは、豊岡駅の信号担務とし

て勤務していたが、普段の信号取扱業務において、確認動作を、一呼

吸おいて確認事項ごとに区切って行うべきところ、それを行わず、早

口で済ませていた。

ウ Ｘは、１８年度の第１・四半期に実施された１０条教育を受講しな

かった。

エ １９年３月１日、Ｘは、福知山駅運輸管理係に異動したが、同駅で

は、列車遅延時には列車の運行予定等の変更情報を事前にコンピュー

タ端末に入力し、機械に制御させることが基本的取扱いとされている

ところ、Ｘは、端末への入力ではなく信号をマウス操作で扱うことが

しばしばあった。コンピュータ端末に入力すれば、他列車の動きを注

視でき、より安全な信号扱いが可能となるのに対し、このような取扱

いは当該列車に対する注意が散漫になり、列車遅延を発生させる可能

性が高まるため望ましくないとされている。

また、列車を出発させる時には、着順札で列車番号等を確認し、着

順札で構成された進路及び信号表示が正当なことを確認して、予告窓

に列車番号があることを指差確認喚呼するところ、Ｘは、早口で弛緩

した動作を行っていた。

オ 同年６月１日、Ｙは福知山駅長となった。

なお、Ｙは、これ以前の１６年６月１日に福知山支社豊岡鉄道部長

となったが、当時、同人は、豊岡駅の点呼に立ち会い、会社の株式完

全上場記念の６万円のギフト券が配布されることについて、「いまだ

に会社の分割・民営化に反対している者がいるが、その者が受け取る
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かどうか聞いてみたい」旨の発言をしたことがあった。

カ １９年１１月５日、ＹはＸと個人面談を行い、以下のようなやり取

りが行われた。なお、個人面談は、箇所長が毎年４月及び１０月に実

施し、４月の面談では、前年度実績の振り返りを踏まえ、新年度の

「評価項目別着眼点」を個々の具体的目標として意識付けさせ、１０

月の面談では、上半期の振り返り指導を行うこととなっていた。

Ｙは、Ｘに上半期に自分自身で考えて頑張ってきたことを尋ねたが、

Ｘは「特にない」旨答えた。Ｙは、上半期にできなかったことや反省

点はどんなことかを尋ねたが、Ｘは「仕事が覚えきれていない」旨答

えた。Ｙは、どんな仕事が覚えきれていないのか、また、覚えるため

にどんな努力をしたのかを尋ねたが、Ｘは「信号の異常時の対応など

は自信がない」旨、「特に、努力したことはない」旨答えた。Ｙは、

下半期はどのようにして過ごそうと思っているのか、自信のない業務

はどのようにして克服しようとしているのかを尋ねたが、Ｘはそれ以

降は黙り、Ｙが、「黙っていては面談にならない」旨、「それならど

んなことなら話せるのか」、「黙っていたら面談にならない」旨述べ

たが、Ｘは、沈黙したまま答えなかった。

キ Ｘは、１９年１１月２３日の特別改札において、現金の授受を間違

え、不足金５０００円を発生させた。

ク Ｘは、１９年度の第１・四半期及び第２・四半期に実施された１０

条教育を受講していなかった。なお、会社は１０条教育を所定勤務時

間外に超過勤務手当を支給し行っているが、その受講日は各年度の四

半期ごとに複数設定している。
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また、会社は、「業務知識の涵養のため」の営業勉強会を開催して

いる。同勉強会は、所定勤務時間外に超過勤務手当を支給し、同じ内

容で月３日間開催され、職員にそのうちの一日、出席を求めていたが、

Ｘは、１９年４月の勉強会を無断欠席し、同年１２月、２０年２月、

同年５月及び同年６月の勉強会には出席しなかった。

ケ ２０年４月２３日、前日に孫を抱いた高齢の婦人が改札口を通行

しようとした際、改集札業務をしていたＸから「後ろがつかえている

から早く通ってくれ」と偉そうに言われたとその夫から苦情があった。

コ ２０年度当時、Ｘは、係長が基本動作をチェックしていたときに、

「確認が早いので、少し落ち着いて確認してするように」と指導した

ところ、「それは難しいです。一度にたくさん確認せならんので」と

答えたり、列車の接近ブザーの鳴動停止時に次列車の確認ができてい

なかったため「次列車確認ができていないがなぜか」と注意したとこ

ろ、「聞いたことがありません」と答えたり、モニター画面に列車進

路が表示された後の確認ができていなかったためしっかり確認するよ

うに注意したところ、「列車が輻輳するときはできない時もある」と

述べた。

サ ２０年４月３０日、Ｙは、Ｘに対し個人面談を行ったが、同人は面

談の際に用いる個人面談シートに「（自分の）適性についてよくわか

らない」「（１年から２年後に担当したい業務及び理由について）よ

くわからない」「（将来的に実現したい目標・活躍したい事業分野に

ついて）健康に留意して定年まで勤める。分野についての希望などは

ない」と記載していた。また、Ｙが「若手職員が増えてくるので、年

齢的にも若手職員を指導する立場になってくるんだがな」と述べたの
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に対し、Ｘは、「いや、若手に教えてもらいながらやっていきます」

と述べた。

シ 同年１０月２３日、ＹはＸに対し個人面談を行ったが、Ｙが上半期

に頑張れたことやもう少し頑張ったらよかったと思うことを述べるよ

う求めたのに対し、Ｘは「ありません」と述べ、下半期の目標につい

ても「特にありません」と述べた。

Ｘは、社内で行われる実務認定試験や通信教育を全く受講せず、ま

た、資格級の進級受験をしていない。

ス ２１年３月、Ｘが、列車遅延時に運輸指令所から指示により列車の

順序変更を行うための入力を行っていたところ、「あー、どうしよ

う」と言ったため、近くにいた若手職員がＸに代わって信号を扱った。

セ 同年４月２１日、ＹはＸに対し個人面談を行ったが、「下半期に自

分で考えて頑張れた点や反省点がないか」とのＹの質問に、同人は、

どちらも「ありません」と述べた。

(3) 本件年末手当減額

ア Ｙは、Ｘの１９年４月から９月までの勤務成績を不良と判断し、そ

の旨支社人事課に上申し、支社人事課は、Ｘの同年の年末手当につい

て、成績給を５万円減額することを決定した。

イ １９年１２月１０日、会社は、Ｘに対して、１９年度年末手当につ

いて、成績給を５万円減額して支給した。



- 44 -

(4) 本件定期昇給Ｄ評価

ア １９年４月定期昇給Ｄ評価

(ｱ) １９年４月頃、福知山駅長は、１８年度中のＸの勤務成績は、

「勤務成績不良」に該当するとして、同人の仕事給昇給額の評価区

分をＤとして、支社人事課に上申し、支社人事課は、１９年４月１

日の定期昇給について、同人の仕事給昇給額の評価区分をＤと決定

した。

(ｲ) １９年５月２４日付けで、会社は、Ｘに対して、１９年４月１日

の定期昇給における仕事給昇給額の評価区分をＤ評価としたことを

通知した。

イ ２０年４月定期昇給Ｄ評価

(ｱ) Ｙは、１９年度中のＸの勤務成績は、「勤務成績不良」に該当す

るとして、同人の仕事給昇給額の評価区分をＤとして、支社人事課

に上申し、支社人事課は、２０年４月１日の定期昇給について、同

人の仕事給昇給額の評価区分をＤと決定した。

(ｲ) ２０年５月２３日付けで、会社は、Ｘに対して、２０年４月１日

の定期昇給における仕事給昇給額の評価区分をＤ評価としたことを

通知した。

ウ ２１年４月定期昇給Ｄ評価

(ｱ) Ｙは、２０年度中のＸの勤務成績は、「勤務成績不良」に該当す

るとして、同人の仕事給昇給額の評価区分をＤとして、支社人事課

に上申し、支社人事課は、２１年４月１日の定期昇給について、同
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人の仕事給昇給額の評価区分をＤと決定した。

(ｲ) ２１年５月２５日付けで、会社は、Ｘに対して、２１年４月１日

の定期昇給における仕事給昇給額の評価区分をＤ評価としたことを

通知した。

第４ 当委員会の判断

１ 争点(1)及び(2) 本件訓告等の不当労働行為該当性

(1) 労組法第７条第１号該当性

ア Ｘは、会社の就業規則中の「服務規律に関する規定」は、国労の活

動を否定し、国労の解体を目的で制定されたもので、就業規則の正当

性は認められず、本件バッジ着用行為は会社の就業規則に違反すると

しても、労働組合の正当な活動といえることから、就業規則違反を理

由とした本件訓告等は、Ｘの正当な組合活動を嫌悪してなされた労組

法第７条第１号に該当すると主張する。

イ 一般に、労働者は労働契約上の誠実労働義務（労働契約法第３条第

４項参照）の内容として就業時間中は職務に専念すべき義務を負い、

その故に組合員による労働組合の活動も原則として就業時間外に行わ

れるべきものである。

そこで、職務専念義務や就業時間中の組合活動禁止を定めた就業規

則上の規定（本件では就業規則第３条第１項、第２３条（前記第３の

４(2)ア））は一般的に合理性を有し、組合員が就業時間中に組合活

動として組合バッジを着用する行為は、これらの就業規則規定に抵触

する点で、原則として正当性を否定され得る。ただし、就業時間中の

組合バッジ着用行為であっても、やむを得ない組合活動としての必要
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性が認められ、かつ、労働契約上の誠実労働義務と格別支障なく両立

し、使用者の業務を阻害するおそれのない行動もあり得ないわけでは

なく、そのように認めるべき特段の事情が存在する場合には、例外的

に、それらの規定に違反するものとして正当性を否定すべきではない。

また、就業規則上の服装の整正の規定（本件では就業規則第２０条

（同４(2)ア））についても、使用者が経営上の抽象的な必要性に基

づき従業員の服装の規制を行うことは合理性が認められるが、同規定

に抵触するようにみえる組合バッジ着用行為も、やむを得ない組合活

動としての必要性が認められ、かつ、実質的に見て服装整正の規律違

反を問うことが不合理であると認めるべき特段の事情が存在する場合

には、例外的に、同規定に違反するものとして正当性を否定すべきで

はない。

そして、上記特段の事情の有無については、組合バッジの形状と着

用の態様、組合バッジ着用者の職場の状況、就業時間中に組合バッジ

着用を組合活動として行うことの必要性のほか、当該組合バッジ着用

を規制する特別の経営上の必要性があればそのことをも考慮すべきこ

ととなる。

ウ そこで、まず、組合バッジの形状、着用の態様についてみると、Ｘ

が着用した国労バッジの形状は、縦約1.2センチメートル、横約1.3セ

ンチメートルの四角形の金属製のもので、デザインは黒字に金色の

レールの断面と「国鉄労働組合」の英訳による頭文字の「ＮＲＵ」が

記載されている（前記第３の６(1)）だけで、具体的な主義主張が表

示されているものでも、また、特に目立った色彩やデザインでもなか

った。

また、Ｘが本件バッジ着用を行った期間における職場の状況をみる

と、Ｘは、豊岡駅に配置された後、１４年１０月に信号担務となり、
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１９年３月１日に配置された福知山駅でも主に信号担当として業務に

従事しており（同１(1)イ(ｴ)及び(ｶ)並びに６(2)イ及びウ）、顧客や

他の職員との接触は限られていたものと推認される。

エ 次に、就業時間中に国労バッジを着用することの組合活動としての

必要性についてみる。

(ｱ) Ｘはその主張の中で、国鉄の分割・民営化以降、分割・民営化に

反対し、会社に屈した国労本部を弾劾し、国労を闘う労働組合とし

て再建するために全力を挙げてきたとし、同人が国労バッジを着用

するのは、不当労働行為を重ねる会社への抗議であるとともに、国

労執行部の屈服に反対し、従来の国労の方針である分割・民営化反

対を貫くために着用し続けてきたものであると述べている。そうす

ると、Ｘのバッジ着用行為の目的の中には、国労の組合員としての

団結意識の維持・昂揚を図るのみならず、国鉄の分割・民営化の容

認へと方針を変更した国労本部を弾劾する目的もあったとみること

ができる。

(ｲ) Ｘは、国労バッジの着用について、国労中央本部は、昭和６２年

４月１日の国鉄分割・民営化以降１２年５月３０日の四党合意に至

るまでの間は、組合員に対して着用を奨励してきたし、国労の各級

下部機関においては、国労バッジの着用は団結権の行使として当然

のこととされてきた旨主張する。

しかし、会社の組合バッジの着用規制について、この期間におけ

る国労本部、西日本本部、近畿地本などＸが所属する組合各組織の

対応方針についての的確な立証はなく、上記Ｘの主張の根拠は明ら

かではない。他方、会社には８年度における組合バッジ着用者に対

する取組強化の直前の組合バッジ着用者が３８８名いた（前記第３

の４(1)オ）ことを勘案すると、西日本本部は、会社発足以降にお
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いては、国労本部の国鉄改革反対の基本方針の下で、組合員による

国労バッジの着用を暗黙に奨励する立場をとっていたものとみるこ

とができる。したがって、会社発足以降、下記(ｳ)のとおり、国労、

西日本本部らの方針が変更されるまでの間のＸの国労バッジ着用行

為は、一応西日本本部の方針に沿って行っていたものと認められる。

(ｳ) しかし、会社が組合バッジを着用しての就労を禁止する等服装の

整正等を通じて職場規律の一層の徹底を図り、西日本本部もこのこ

とを了知する中で、同本部が８年９月１０日に会社に対して国鉄改

革法に対する見解を示す（同３(3)）などして従前の会社との対立

関係から労使関係の正常化へとその方針を変更した以降においては、

同本部が国労バッジ着用を推奨していたとは認められない。かえっ

て、①１２年５月３０日に四党から四党合意が国労などに提示され、

国労は、１３年１月２７日には四党合意の受入れを盛り込んだ方針

案を採択し、国鉄改革を是認する方向を示していたこと（同３

(4)）、②東日本旅客会社との間で、１６年９月１６日及び１７年

１月２１日には国鉄の分割・民営化とＪＲ発足に伴う職員の配属発

令並びにその後の兼務・配転等発令に関連する上記当事者間の労働

委員会に係属する事件を、１７年１０月３１日には昇進試験に関連

する上記当事者間の労働委員会に係属する事件を、１８年１１月６

日には、上記当事者間の労働委員会に係属する国労バッジ事件を含

む６１件の和解を、それぞれ成立させていること（同３(5)）から

すると、国労本部においては、就業時間中の組合バッジ着用禁止を

含む民営化後の会社秩序を受け入れた上で、より建設的な労使関係

を築こうとする意思を示したものといえる。このことは、Ｘも当委

員会の釈明に対する回答において認めるところである（同４(1)

シ）。そして、国労の下部組織である西日本本部としても、国労本



- 49 -

部のこれらの基本方針に従うこととしたものと推認される。

(ｴ) Ｘは、西日本本部兵庫地区本部が、９年１２月及び１２年１２月

に国労バッジ着用等を理由とした訓告ないし年末手当減額に対し

「抗議声明」を発し、また、Ｘがなした苦情申告の苦情処理会議に

おいて、組合側委員は、「組合バッジ着用は団結権に保障された組

合活動である」旨発言している（同４(1)サ及び６(5)）ことは、国

労バッジ着用を奨励していた国労の方針が撤回されていないことの

証左である旨主張する。

しかし、上記(ｳ)の事情に加えて、①会社が組合バッジ着用者に

対して、８年９月に、厳重注意から期末手当が減額されることにな

る訓告に処分量定を変更したこと（同４(1)オ、カ、ケ、コ）に対

して、西日本本部が抗議ないし反対の表明などを行った事実はうか

がわれないこと、②本件につき国労、西日本本部らは申立人となっ

ていないこと等の事情にかんがみると、上記９年及び１２年時点で

の兵庫地区本部の表明並びに上記苦情処理会議における組合側委員

の発言にもかかわらず、国労ないし西日本本部は、少なくとも、Ｘ

が本件バッジ着用を行った1８年度から２０年度の時点においては、

国鉄改革を是認し、就業時間中の組合バッジ着用禁止を含む民営化

後の会社秩序を受け入れた上で、より建設的な労使関係を築いてい

くという方針を確定していたのであるから、国労バッジ着用を指

示・奨励し又は容認していたとは考え難い。

(ｵ) 以上からすると、１８年度から２０年度にかけて、不当労働行為

を重ねる会社への抗議ないし国鉄の分割・民営化を容認した国労本

部を弾劾し批判する意思を表示することなどを目的として行われた

本件バッジ着用行為は、上記(ｴ)の国労ないし西日本本部の方針に

沿うものではなく、むしろこれに反するものとなっていたと思われ
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る。そうすると、本件バッジ着用行為は、Ｘ個人の考え方に基づく

個人の活動ないし独自の意思表示行為としての性格が強く、国労な

いし西日本本部の組合活動として保護すべき必要性は乏しいものと

いえる。

オ さらに、会社がその発足に当たって、会社の就業規則の規定を整備

して組合バッジ着用を規制するに至った経営上の必要性についてみる。

もともと、会社は、旅客に対する鉄道による安全な高速輸送業務の

提供を目的とする企業体であるので、服装の整正を含む職場規律の確

立はそれ自体重要な課題である。そして、会社は、昭和６２年４月１

日に国鉄の事業の一部を承継して設立されたものである（前記第３の

１(2)）が、国鉄当時において、国鉄は、臨調などから、ヤミ専従、

ヤミ休暇、現場協議の乱れなど、組合活動がらみでの職場規律の乱れ

がたびたび取り上げられて批判され、その改善を強く求められ、この

ため、国鉄は、数次にわたり、職場総点検を行うなどして職場規律の

回復のための取組を重点施策として行っていたが、問題の十分な解決

をみないまま国鉄の分割・民営化を迎えることになった（同２(1)）。

このような国鉄改革によって発足した会社は、職場規律の確立・確

保を経営上の最重要課題とすることとなり、その一環として会社の就

業規則において、いわゆる職務専念義務を含む服務の根本基準（会社

の就業規則第３条）、服装の整正（同第２０条）、就業時間中の組合

活動の禁止（同第２３条）などの規定を整備し、さらに８年９月には

改めて職場規律の是正に向けて強く取り組むこととし、注意・指導強

化期間を設定するなどし、その徹底を図った（前記第３の４(1)及び

(2)ア）。

以上にみたところからすると、会社の就業規則中に、いわゆる職務

専念義務、服装の整正、就業時間中の組合活動の禁止を明確に規定し、
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就業時間中の組合バッジの着用を規制することとしたことには、上記

イで述べた一般的合理性のほかに、特別の経営上の必要性があったも

のといえる。本件バッジ着用行為は、このような特別の経営上の必要

性から規制されたものであることを考慮する必要がある。

カ 以上の事情を総合勘案すると、次のとおり判断できる。

上記ウのとおり、国労バッジの形状、着用の態様及びＸの業務が顧

客や他の職員との接触は限られていたものと推認されることからする

と、同人の国労バッジ着用行為は直ちに同人の労務提供に実質的な支

障を生じさせる具体的なおそれがなかったともいえそうである。しか

し、会社における職務専念義務や服装整正に関する就業規則が、上記

イのような一般的合理性に加えて、同オのとおり、国鉄改革の過程で

の特別の経営上の必要性を有し、会社は、当該国鉄改革の経緯を踏ま

え職場規律の確立こそが会社発展の最重要課題であるとして取り組み、

会社の各労働組合にも協力を求めていたこと（前記第３の４(1)カ）、

そして上記エ(ｵ)のように、本件バッジ着用行為は、Ｘ個人の考え方

に基づく個人の活動ないし同人の独自の意思表示行為としての性格が

強く、組合活動としての保護の必要性が乏しいことを併せ考慮すれば、

本件バッジ着用行為について、上記会社の就業規則の規定に違反する

ものとして正当性を否定すべきでない特段の事情を認めることはでき

ない。

したがって、本件バッジ着用行為は「労働組合の正当な行為」（正

当な組合活動）とみることはできず、このことを理由とする本件訓告

等は労組法第７条第１号に該当しない。

(2) 労組法第７条第３号該当性

ア Ｘは、本件訓告等は、国労内で反執行部活動を展開するＸへの嫌悪

を決定的動機としてなされたもので、国労の自主的運営を妨げるもの
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であり、労組法第７条第３号に該当すると主張する。

イ 本件訓告等の相当性について

(ｱ) 上記(1)オのとおり、会社の就業規則中にいわゆる職務専念義務、

服装の整正、勤務時間中の組合活動の禁止を明確に規律したことに

ついては、同イで述べた一般的な合理性に加えて、特別の経営上の

必要性があったというべきであるから、会社が、これら会社の就業

規則中の規定に従って、組合バッジを着用する職員に対して継続し

て服装の整正を注意・指導したこと自体を不当とすることはできな

い。

(ｲ) 会社は、各職場の管理者の注意・指導に従わずに組合バッジの着

用を繰り返す職員に対して、６年度を除いて８年度までは毎年度末

に会社の就業規則上の懲戒処分ではなく、また、賃金規程において

期末手当の減額事由として明記されておらず、実際にも減額事由と

して取り扱われていなかった厳重注意を課していた（前記第３の４

(1)エ及びケ並びに６(4)イ）。しかし、８年３月には服装の整正違

反者が３８８名にまで減少していたものの、依然として多くの職員

が組合バッジ着用など服装整正規定に違反している状況は変わらな

かった（同４(1)オ）。こうした状況の中で、会社は、同年９月に、

職員に対する職場規律の是正と組合バッジ着用などの服装の整正違

反者に対する注意・指導を強化することとし、その具体的な取組と

して、注意・指導強化期間を設けて組合バッジ着用などの服装の整

正違反者に対する注意・指導を徹底することとし、また、違反者に

対する措置の量定をこれまでの厳重注意から、２回厳重注意を受け

ていてもなお注意・指導に従わない場合は訓告へ加重することなど

を決定した（同４(1)カないしケ）。

この変更に当たって、会社は、会社内の西日本本部などの各労働
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組合に上記のスケジュールなどを説明するとともに、組合バッジ着

用についての会社の就業規則の運用の変更について説明し（同４

(1)カ）、さらに、職員全体に対しても、「職場規律の厳正につい

て」と題する掲示文書や点呼時などに管理者からの伝達によって、

就業時間中の組合バッジの着用などに関して職場規律の是正を図る

ことを周知し、理解を得る努力をした（同４(1)オ及びク）。

(ｳ) 会社は、上記手続を実施の上、年度内に２回訓告を受けた場合に

は賃金規程上の昇給欠格要件に該当することからこれを回避するた

め、１０年１月から同年３月までは処分の調査期間とせず、訓告の

発令を年度内に１回に止める運用を行った（同４(1)ケ）。また、

１０年度以降においても、従前と同様、繰り返して組合バッジを着

用している者に対する訓告の発令を年度内に１回とする運用を行っ

た（同４(1)コ）。これにより、国労バッジ着用などの服装の整正

違反を繰り返す者に対する訓告は当該年度において１回の発令とな

り、処分量定の変更が違反者にとって著しく不利益にならないよう

に配慮した取扱いをした。

(ｴ) 以上のように処分量定の変更については、相応の経営上の合理

性・必要性が認められ、その変更は西日本本部への説明を伴う慎重

な手続で行われている。また、具体的な処分の運用に当たっては、

著しい不利益にならないよう配慮をした取扱いを行っており、さら

に、組合バッジ着用などによる会社の就業規則違反を繰り返しても、

訓告を超えて漸次処分を加重するなどの措置もとっていない。以上

のことからすれば、会社の就業規則に抵触する本件バッジ着用行為

に対して、会社が訓告に付したことは、相当性の範囲を超えたもの

とはいえない。また、本件夏季手当減額の措置については、訓告を

受けた者に対する期末手当の支払額は、会社の賃金規程上その成績
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給を５万円減額するとされている（同４(2)イ(ｳ)）のであり、これ

が相当性の範囲を超えたものとまでは認められない。

ウ Ｘは、Ｙが豊岡鉄道部長であった時、会社の株式完全上場記念のギ

フト券が配布されることについて、Ｘを暗に指しつつ、「いまだに会

社の分割・民営化に反対している者がいるが、その者が受け取るかど

うか聞いてみたい」旨の発言をしたことがあったが、ここには国鉄の

分割・民営化に反対し続けてきたＸへの会社の嫌悪意思が現れている

と主張する。

しかし、組合バッジ着用者に対し、注意・指導を強化し、これに応

じない者に対して一定の措置を講じたことは、国鉄時代の職場規律の

乱れが国鉄改革の一因とされたことにかんがみ、会社の健全な発展の

ためにこれを再び生じないようにするという会社の方針によるもので

あり、会社にあってこれを不当とはいえないことは上記判断のとおり

である。したがって、仮にＸが国労内で反執行部派活動を行ってきた

ことが事実だったとしても、Ｙの上記発言をもってして、会社の本件

訓告等がＸの反執行部活動を嫌悪し、それを抑制するために行われた

ものとみることはできない。

エ 以上のとおりであるから、本件訓告等は、Ｘら反執行部活動を行う

少数グループを弱体化させるために行ったものとも認められず、労組

法第７条第３号にも該当しない。

(3) 労組法第７条第４号該当性

Ｘは、本件訓告等は過去に救済申立てを行ったＸに対して、報復的に

不利益に取り扱うものであるとも主張するが、上記(1)及び(2)の判断か

らすれば、本件訓告等は当該申立てを理由とするものでないことは明ら

かであり、労組法第７条第４号にも該当しない。

２ 争点(3) 本件年末手当減額の不当労働行為該当性
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(1) Ｘは、同人の勤務成績に関わる勤務状況、知識、勤務に対する意欲等

について証言するＹの証言は伝聞に基づくもので、現認の記録、現認し

た職制の氏名が明らかでないから信用できず、同証言に依拠する本件年

末手当減額は、正当な理由がなく、Ｘの正当な組合活動を嫌悪してなさ

れたもので、不当労働行為に該当すると主張する。

これに対し、会社は、Ｘに、①本件バッジ着用取り外しの業務命令違

反があったこと、②信号取扱業務に関する確認動作が不十分なこと、③

業務に対する取組姿勢に問題があったこと、④信号取扱業務に関する知

識不足等がみられること、⑤列車遅延時の信号のマウス操作による扱い

がしばしばあること、⑥１０条教育を受講していなかったことがあるこ

と、⑦１９年４月の営業勉強会を無断欠席したことから、勤務成績不良

と判断し、同年末手当の成績給を減額して支給したと主張する。

(2) Ｘは、上記のとおり、Ｙの証言は信用性がないと主張するので、まず、

この点について検討する。

Ｙは、１９年６月１日から福知山駅の箇所長として駅職員の勤務成績

を評価する職責を担い（前記第３の７(1)及び(2)オ）、駅職員の勤務成

績を評価するに当たって、駅職員の勤務中の言動について会社職制から

報告を受ける立場にあり、同人の証言では具体的に事実が述べられ、特

段不自然な点もみられず、他方、当該報告及びこれに基づくＹの証言が

虚偽であるとするＸの的確な立証はない。また、Ｙの証言の中には、福

知山駅長に就任する前のＸの勤務状況等について述べた部分があるが、

やはり具体的に事実が述べられ、特段不自然な点もみられないこと及び

審査の全趣旨からすると、同証言は信用できる。Ｘは、現認した係長の

氏名を明らかにせず、係長からＹに提出した記録を証拠として提出して

いないことを同証言の信用性欠如の理由として指摘するが、これが「今

後の上司部下間の信頼関係ないし職場秩序等への悪影響を与えることの
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ないよう配慮したことによるものである」との会社の主張には合理性が

あり、当該係長の氏名ないし記録が証拠として提出されていないことが

同証言の信用性に影響を及ぼすものではない。

そうすると、本件救済申立てに係るＸの勤務状況等は、前記第３の７

(2)のとおり認定できる。

(3)ア そこで、会社が上記(1)の点から、Ｘを低査定としたことに理由が

あるかについてみていくこととする。

イ 上記会社の(1)①の事由についてみると、Ｘには同調査期間におい

ても本件バッジ着用取り外しの業務命令に応じなかったことが認めら

れ、このことは会社の就業規則に違反するものである。そして、本件

バッジ着用行為は正当な組合活動とはいえず（上記１(1)カ）、会社

が職員の勤務成績評価に用いる「評価項目別着眼点」（前記第３の７

(1)）には、「基本動作」（禁止事項・厳守事項の遵守、見だしな

み）、「取組姿勢」（職場規律の遵守、上司指示の理解・実践）等の

各評価項目があるから、会社が同人の業務命令違反をもって低評価の

一要素としたことは不合理とはいえない。

ウ 上記会社の(1)②の事由についてみると、Ｘは、信号取扱業務に関

する確認を早口で弛緩した動作を行っていたことが認められるところ

（前記第３の７(2)エ）、確認すべき項目を一つ一つ確実に確認する

ことは列車の安全運行のため業務上求められていた基本動作であると

いえるから、会社が上記同人の信号取扱業務に関する確認動作をもっ

て低評価の一要素としたことは不合理とはいえない。

エ 上記会社の(1)③の事由についてみると、Ｘは、１９年１１月５日

に実施されたＹとの面談における言動は心情を率直に吐露したもので

あって勤務成績を劣位に評価する理由にはならないと主張するが、同

面談における同人の言動（前記第３の７(2)カ）からすると、会社が
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同面談の同人の言動をもって同人には業務に対する積極的な取組姿勢

がなく向上心がないと評価し、低評価の一要素としたことは不合理と

はいえない。

オ 上記会社の(1)④の事由についてみると、(ｱ)列車遅延時には列車の

運行予定等の変更情報を事前にコンピュータ端末に入力することが基

本的取扱いとされているが、Ｘは信号をマウス操作で扱うことがしば

しばあったこと、(ｲ)１９年１１月５日の個人面談において、同人は

「信号の異常時の対応などは自信がない」旨述べていること、(ｳ)本

件年末手当の調査期間後のことであるが、同人は列車の順序変更がで

きず他の職員が代わって行うことがあったことからすると（前記第３

の７(2)エ、カ及びス）、同人の信号取扱業務に関する知識について

は問題があったといわざるを得ず、会社がこのことを低評価の一要素

としたことは不合理とはいえない。

カ 上記会社の(1)⑤の事由についてみると、会社では列車遅延時には

列車の運行予定等の変更情報を事前にコンピュータ端末に入力するこ

とが基本的取扱いとされており、信号をマウス操作で行うと当該列車

に対する注意が散漫になり、列車遅延を発生させる可能性が高まるた

め望ましくないとされているのであるから（前記第３の７(2)エ）、

会社がＸがコンピュータ端末に入力せずしばしば信号をマウス操作で

行っていることをもって低評価の一要素としたことは不合理とはいえ

ない。

キ 上記会社の(1)⑥の事由についてみると、Ｘは、１９年度の第１・

四半期及び第２・四半期に実施された１０条教育を受講していなかっ

たことが認められる（前記第３の７(2)ク）。Ｘは、当該１０条教育

を受講できなかったのは、出席申込みをしていたにもかかわらず、会

社の都合で日程が変更になったためであり、１０条教育は法的に義務
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付けられているものである以上、所定勤務時間内に実施すべきである

などと主張するが、同教育を所定勤務時間内に設定するのが望ましい

としても、会社が、所定勤務時間外に同教育を設定するのは、所定勤

務時間内の人員確保の必要性によるものとも思われ不当とはいえない。

そして、会社は職員の受講の便宜のため複数の受講日を設定しており

（同７(2)ク）、Ｘがそれらの日にやむを得ず受講できなかったとの

的確な立証はないから、会社が法令で受講を定められた１０条教育の

未受講をもって低評価の一要素としたことは不合理とはいえない。

ク 上記会社の(1)⑦の事由についてみると、Ｘは自己の都合により営

業勉強会を欠席したことにつき、必要な勉強会なら所定勤務時間内に

実施すべきであると主張するが、会社が、所定勤務時間外に業務知識

の涵養のための営業勉強会を設定したのは、１０条教育と同様、所定

勤務時間内の人員確保の必要性によるものとも思われ不当とまではい

えず、また、同勉強会は、同じ内容で月３日間に設定され職員に便宜

が図られており（前記第３の７(2)ク）、Ｘがやむを得ず欠席したと

の的確な立証はないから、会社が上記欠席をもって低評価の一要素と

したことは不合理とはいえない。

ケ 以上のとおり、会社が挙げた本件年末手当減額の事由にはいずれも

相応の理由がある。

(4) Ｘは、本件年末手当減額は、同人の正当な組合活動故のものであると

主張するが、本件バッジ着用行為については、上記１(1)エ(ｵ)のとおり、

既に国労ないし西日本本部の方針に沿うものではなく、むしろこれに反

するものになっていたもので、正当な組合活動として保護すべき必要性

は乏しい。

また、仮にＸが反執行部活動を行っていたことが認められるとしても、

本件年末手当決定に当たって、同人のそのような組合活動の故をもって、
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会社が同人に対し不利益を与えたり、同人のそのような活動に対し介入

したとの事情はうかがえない。

なお、別件の、国労バッジ着用を理由に運転士科入学試験に際して面

接を拒否され、面接試験を受験できなかったことが不当労働行為である

として行った申立ては、不当労働行為には当たらないとされ、確定して

いる（前記第３の５(7)）。

以上のことからすると、本件年末手当減額は、Ｘが国労の組合員であ

ることないし同人の組合活動や別件申立てを理由として、若しくは反執

行部活動を行う少数グループを弱体化させるために、同人を成績不良と

したものとは認められない。

(5) 以上を総合すれば、本件年末手当減額は、労組法第７条第１号、第３

号及び第４号の不当労働行為には該当しない。

３ 争点(4) 本件定期昇給Ｄ評価の不当労働行為該当性

(1) １９年４月定期昇給Ｄ評価

ア Ｘは、同人の勤務成績に関わる勤務状況、知識、勤務に対する意欲

等について証言するＹの証言は伝聞にすぎず、同証言に依拠してした

本件定期昇給Ｄ評価は、正当な理由がなくＸの正当な組合活動を嫌悪

してなされたもので、不当労働行為に該当すると主張するが、Ｙの証

言は、上記２(2)のとおり、信用性が認められる。

イ 会社は、１８年度中のＸの勤務成績について、①本件バッジ着用取

り外しの業務命令違反があったこと、②１８年５月及び６月にした業

務知識についての質問に適切な回答ができなかったこと、③信号取扱

業務に関する確認動作が不十分なこと、④１０条教育を受講していな

かったことがあることから、勤務成績不良に該当するとして、仕事給

昇給額の評価区分をＤと決定したと主張するので、以下検討する。

ウ 上記会社のイ①の事由については、上記２(3)イのとおりであり、
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本件バッジ着用取り外しの業務命令違反を低査定の一要素としたこと

は不合理とはいえない。

エ 上記会社のイ②の事由については、前記第３の７(2)ア認定の事実

が認められ、Ｘは１８年当時十分に業務上必要な知識を得ていなかっ

たといえるから、会社が上記事実をもって低査定の一要素としたこと

は不合理とはいえない。

なお、Ｘは、国鉄時代、営業関係の仕事に就いており、また、１７

年度下半期に行われたフロントサービス診断で高い評価を得たことが

あるから、Ｘがあいまいな回答しかできなかったということはあり得

ないと主張する。しかし、フロントサービス診断がどのような観点か

ら行われ、同診断の結果と１８年５月及び６月に行われた質問に対し

て回答するために必要とされる業務知識とどのような関係を持つもの

かは明らかではなく、当該フロントサービス診断での評価をもって、

上記判断を左右することにはならない。

オ 上記会社のイ③の事由については、前記第３の７(2)イ認定の事実

が認められ、上記２(3)ウで判断したとおりであり、信号取扱業務に

関する確認動作が不十分なことを低査定の一要素としたことは不合理

とはいえない。なお、Ｘは、確認喚呼が早口であったか否かは係長の

主観的な判断であると主張するが、会社は確認喚呼について、一つ一

つの動作について確認を求めており（前記第３の７(2)イ）、当該履

行確認の有無の判断は客観的に行い得るものである。

カ 上記会社のイ④の事由については、前記第３の７(2)ウ認定の事実

が認められるところ、Ｘは、１８年度以降の１０条教育はそれまでと

異なり、当務駅長資格を持つ者と信号・操作担当の資格を持つ者とが

一緒に行われるようになったが、会社は、その対象者を当務駅長資格

者と表示するだけでＸに受講すべき１０条教育を伝えていなかったた
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め、同教育を受けなければならないことを知ったのは１８年６月であ

り、このため、１８年度の第１・四半期に実施された同教育を受講し

なかった旨主張する。

しかし、会社がＸ個人に１０条教育の受講を伝えていなかったとし

ても、同人は長年会社に勤務しているのであるから、法令に基づく同

教育の受講が職務上必要であることは十分認識し又は認識し得たもの

であったといえ、会社職員として同教育の受講に心掛ける必要があっ

たといえるから、会社が同教育の未受講をもって低査定の一要素とし

たことは不合理とはいえない。

キ 以上のとおりであるから、会社の１９年４月の定期昇給における仕

事給昇給に係る評価の査定に不合理なところはなく、同評価をＤ評価

としたことには相応の理由がある。

(2) ２０年４月定期昇給Ｄ評価

ア 会社は、１９年度中のＸの勤務成績について、①本件バッジ着用取

り外しの業務命令違反があったこと、②信号取扱業務に関する確認動

作が不十分なこと、③列車遅延時の信号のマウス操作扱いがしばしば

あること、④業務に対する取組姿勢に問題があったこと、⑤１０条教

育を受講していなかったこと、⑥営業勉強会の出席率が低かったこと、

⑦特別改札を実施時に現金の授受の誤りがあったことから、勤務成績

不良に該当するとして、仕事給昇給額の評価区分をＤと決定したと主

張するので、以下検討する。

イ 上記会社のア①から④の事由については、同２(3)イ、ウ、エ及び

カで判断したとおりであり、Ｘの勤務状況が１９年度中に改まったと

いう同人の特段の立証はない。また、同⑤及び⑥の事由については、

前記第３の７(2)ク認定のとおりであり、これら受講・出席の必要性

については上記２(3)キ及びク並びに３(1)カでみたとおりであるから、
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会社がこれら事由を低査定の一要素としたことは不合理とはいえない。

ウ 上記会社のア⑦の事由については、前記第３の７(2)キ認定のとお

り、Ｘが特別改札実施時に現金の授受を誤り会社に損害を与えたもの

であるから、会社がこれを低査定の一要素としたことは不合理とはい

えない。

エ 以上のとおりであるから、会社の２０年４月の定期昇給における仕

事給昇給に係る評価の査定に不合理なところはなく、同評価をＤ評価

としたことには相応の理由がある。

(3) ２１年４月定期昇給Ｄ評価

ア 会社は、２０年度中のＸの勤務成績について、①本件バッジ着用取

り外しの業務命令違反があったこと、②乗客から苦情があったこと、

③基本動作のチェックに対する対応が不適切であったこと、④若手職

員が信号取扱いを代わって行ったことがあったこと、⑤業務に対する

取組姿勢に問題があったことから、勤務成績不良に該当するとして、

仕事給昇給額の評価区分をＤと決定したと主張するので、以下検討す

る。

イ 上記会社のア①の事由については、同２(3)イのとおりであり、本

件バッジ着用取り外しの業務命令違反を低査定の一要素としたことは

不合理とはいえない。

ウ 上記会社のア②の事由については、Ｘは、同人の接客態度に関し苦

情があったこと自体については認めるところ、同人は「後のお客様が

お待ちですから」と丁寧な言い方で話したものであると主張するが、

そのような対応であれば、改札口を通行しようとした女性の夫から苦

情の申し出があるとは考えられないから、会社がこのことを低査定の

一要素としたことは不合理とはいえない。

エ 上記ア③の事由については、会社係長がＸの確認動作につき落ち着
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いて確認するよう指導したのに対し、同人が一度にたくさん確認しな

ければならないので無理であるとか、次列車確認につき、聞いたこと

がない旨答えたことを指すものである。Ｘの確認動作については、１

９年４月の定期昇給における査定期間においても同様の問題が認めら

れ（前記第３の７(2)イ）、これが改善されたとの特段の立証はなく、

前記第３の７(2)コのとおり認定できるから、会社が当該同人の対応

をもって低査定の一要素としたことは不合理とはいえない。

オ 上記会社のア④の事由については、このことについてＸは、年齢の

上下にかかわらず職場の同僚が互いをフォローしあうのは通常のこと

であるとするが、前記第３の７(2)ス認定からすると、会社が当該同

人の対応をもって低査定の一要素としたことは不合理とはいえない。

カ 上記会社のア⑤の事由については、Ｘが社内で行われる実務認定試

験や通信教育について受講していないことは争いがなく、２０年４月

３０日、同年１０月２３日及び２１年４月２１日の各面談における同

人の態度（前記第３の７(2)サ、シ及びセ）にかんがみると、同人に

は業務に対する積極的な取組姿勢がなく向上心がないと会社が評価し、

このことを低査定の一要素としたことは不合理とはいえない。

キ 以上のとおりであるから、会社の２１年４月の定期昇給における仕

事給昇給に係る評価の査定に不合理なところはなく、同評価をＤ評価

としたことには相応の理由がある。

(4) 以上のとおり、会社が挙げた本件定期昇給をＤ評価とした事由にはい

ずれも相応の理由がある。このことに上記２(4)摘示の事情を併せかん

がみると、本件定期昇給Ｄ評価は、Ｘが国労の組合員であることないし

同人の組合活動や別件申立てを理由として、若しくはＸら反執行部活動

を行う少数グループを弱体化させるために、当該評価を行ったものとは

認められない。



- 64 -

(5) 以上のとおりであるから、本件定期昇給Ｄ評価は、労組法第７条第１

号、第３号及び第４号の不当労働行為には該当しない。

以上のとおりであるから、本件再審査申立てには理由がない。

よって、労働組合法第２５条、第２７条の１７及び第２７条の１２並びに労

働委員会規則第５５条の規定に基づき、主文のとおり命令する。

平成２４年３月７日

中央労働委員会

第二部会長 菅 野 和 夫 �


